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二
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す
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行
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則

	

一

○
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梨
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定
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梨
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梨
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士
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改
正
す
る
規
則	

四
六

○
山
梨
県
職
員
旅
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支
給
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則	

四
六

○
山
梨
県
庁
舎
等
管
理
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則	

四
七

○
法
令
の
規
定
に
基
づ
く
立
入
検
査
等
の
際
に
携
帯
す
る
職
員
の
身
分
を
示
す
証
明
書
の

様
式
の
特
例
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

	

四
七

○
山
梨
県
市
町
村
振
興
資
金
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則	

四
八

○
山
梨
県
の
事
務
処
理
の
特
例
に
関
す
る
条
例
に
基
づ
き
市
町
村
が
処
理
す
る
事
務
の
範

囲
を
定
め
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

	

四
八

○
山
梨
県
製
菓
衛
生
師
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則	

四
八

○
山
梨
県
就
学
前
の
子
ど
も
に
関
す
る
教
育
、
保
育
等
の
総
合
的
な
提
供
の
推
進
に
関
す

る
法
律
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

	

四
九

○
山
梨
県
建
築
基
準
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則	
四
九

○
建
築
士
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則	
五
〇

○
山
梨
県
収
入
証
紙
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則	
五
〇

○
物
品
等
又
は
特
定
役
務
の
調
達
手
続
の
特
例
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

	

五
〇

○
山
梨
県
立
介
護
実
習
普
及
セ
ン
タ
ー
設
置
及
び
管
理
条
例
施
行
規
則
を
廃
止
す
る
規
則

	

五
一

○
山
梨
県
土
砂
の
埋
立
て
等
の
規
制
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
を
廃
止
す
る
規
則	

五
一

規　
　
　

則

山
梨
県
規
則
第
六
号

刑
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う
関
係
規
則
の
整
理
等
に
関
す
る
規
則
を
次
の
よ
う

に
定
め
る
。

令
和
七
年
三
月
二
十
八
日

山
梨
県
知
事　
　

長　
　

崎　
　

幸 

太 

郎

刑
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う
関
係
規
則
の
整
理
等
に
関
す
る
規
則

第
一
編　

関
係
規
則
の
一
部
改
正

（
建
築
士
法
施
行
細
則
の
一
部
改
正
）

第
一
条
　
建
築
士
法
施
行
細
則
（
昭
和
二
十
六
年
山
梨
県
規
則
第
三
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に

改
正
す
る
。

第
一
号
様
式
中
「禁

錮

」
を
「拘

禁
刑

」
に
改
め
る
。

（
山
梨
県
災
害
救
助
法
施
行
細
則
の
一
部
改
正
）

第
二
条
　
山
梨
県
災
害
救
助
法
施
行
細
則
（
昭
和
三
十
五
年
山
梨
県
規
則
第
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ

う
に
改
正
す
る
。

第
八
号
様
式
中
「第

３
１
条

」
を
「第

３
２
条

」
に
、
「懲

役

」
を
「拘

禁
刑

」
に
改
め
る
。

（
山
梨
県
議
会
の
議
員
そ
の
他
非
常
勤
の
職
員
の
公
務
災
害
補
償
等
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部

改
正
）

第
三
条
　
山
梨
県
議
会
の
議
員
そ
の
他
非
常
勤
の
職
員
の
公
務
災
害
補
償
等
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則

（
昭
和
四
十
三
年
山
梨
県
規
則
第
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
七
条
の
二
第
一
号
中
「
懲
役
、
禁
錮こ

」
を
「
拘
禁
刑
」
に
改
め
る
。

（
山
梨
県
心
身
障
害
者
扶
養
共
済
条
例
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
四
条
　
山
梨
県
心
身
障
害
者
扶
養
共
済
条
例
施
行
規
則
（
昭
和
四
十
五
年
山
梨
県
規
則
第
二
十
二

号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
号
様
式
中
「懲

役
若
し
く
は
禁
固
の
刑

」
を
「拘

禁
刑

」
に
改
め
る
。

第
十
八
号
様
式
中
「懲

役
・
禁
固
の
刑

」
を
「拘

禁
刑

」
に
改
め
る
。

（
山
梨
県
漁
業
調
整
規
則
の
一
部
改
正
）

第
五
条
　
山
梨
県
漁
業
調
整
規
則
（
令
和
二
年
山
梨
県
規
則
第
五
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改

正
す
る
。

第
三
十
四
条
第
一
項
中
「
者
は
」
を
「
場
合
に
は
、
当
該
違
反
行
為
を
し
た
者
は
」
に
、
「
懲

役
」
を
「
拘
禁
刑
」
に
改
め
、
同
項
各
号
中
「
者
」
を
「
と
き
。
」
に
改
め
る
。

第
三
十
五
条
中
「
者
」
を
「
と
き
は
、
当
該
違
反
行
為
を
し
た
者
」
に
改
め
る
。

第
二
編　

経
過
措
置

第
一
章　

通
則

（
罰
則
の
適
用
等
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
六
条
　
こ
の
規
則
の
施
行
前
に
し
た
行
為
の
処
罰
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

2　

こ
の
規
則
の
施
行
後
に
し
た
行
為
に
対
し
て
、
他
の
規
則
の
規
定
に
よ
り
な
お
従
前
の
例
に
よ
る

こ
と
と
さ
れ
、
な
お
効
力
を
有
す
る
こ
と
と
さ
れ
又
は
改
正
前
若
し
く
は
廃
止
前
の
規
則
の
規
定
の



山
梨
県
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外
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十
一
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令
和
七
年
三
月
二
十
八
日

二

山
梨
県
宅
地
造
成
及
び
特
定
盛
土
等
規
制
法
施
行
細
則

目
次第

一
章　

総
則
（
第
一
条
・
第
二
条
）

第
二
章　

基
礎
調
査
（
第
三
条
）

第
三
章　

宅
地
造
成
等
工
事
規
制
区
域
内
に
お
け
る
宅
地
造
成
等
に
関
す
る
工
事
等
の
規
制
（
第
四

条
―
第
十
六
条
）

第
四
章　

特
定
盛
土
等
規
制
区
域
内
に
お
け
る
特
定
盛
土
等
又
は
土
石
の
堆
積
に
関
す
る
工
事
等
の

規
制
（
第
十
七
条
―
第
二
十
八
条
）

第
五
章　

雑
則
（
第
二
十
九
条
・
第
三
十
条
）

附
則

第
一
章　

総
則

（
趣
旨
）

第
一
条
　
こ
の
規
則
は
、
宅
地
造
成
及
び
特
定
盛
土
等
規
制
法
（
昭
和
三
十
六
年
法
律
第
百
九
十
一

号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
、
宅
地
造
成
及
び
特
定
盛
土
等
規
制
法
施
行
令
（
昭
和
三
十
七
年
政

令
第
十
六
号
。
以
下
「
政
令
」
と
い
う
。
）
及
び
宅
地
造
成
及
び
特
定
盛
土
等
規
制
法
施
行
規
則

（
昭
和
三
十
七
年
建
設
省
令
第
三
号
。
以
下
「
省
令
」
と
い
う
。
）
の
施
行
に
関
し
必
要
な
事
項
を

定
め
る
も
の
と
す
る
。

（
定
義
）

第
二
条
　
こ
の
規
則
に
お
い
て
使
用
す
る
用
語
は
、
法
及
び
政
令
に
お
い
て
使
用
す
る
用
語
の
例
に
よ

る
。

第
二
章　

基
礎
調
査

（
身
分
証
明
書
等
の
様
式
）

第
三
条
　
法
第
七
条
第
一
項
（
法
第
二
十
四
条
第
二
項
又
は
第
四
十
三
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る

場
合
を
含
む
。
）
及
び
第
二
項
の
証
明
書
は
、
第
一
号
様
式
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

2　

法
第
七
条
第
二
項
の
許
可
証
は
、
第
二
号
様
式
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

第
三
章　

宅
地
造
成
等
工
事
規
制
区
域
内
に
お
け
る
宅
地
造
成
等
に
関
す
る
工
事
等
の
規
制

（
宅
地
造
成
等
に
関
す
る
工
事
の
許
可
の
申
請
に
添
付
す
る
書
類
）

第
四
条
　
省
令
第
七
条
第
一
項
第
十
二
号
の
規
則
で
定
め
る
書
類
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類
と
す
る
。

一　

宅
地
造
成
又
は
特
定
盛
土
等
に
関
す
る
工
事
を
行
お
う
と
す
る
土
地
の
公
図
の
写
し

二　

宅
地
造
成
又
は
特
定
盛
土
等
に
関
す
る
工
事
を
行
お
う
と
す
る
土
地
の
求
積
平
面
図

三　

排
水
施
設
の
構
造
図

四　

宅
地
造
成
又
は
特
定
盛
土
等
に
関
す
る
工
事
を
行
お
う
と
す
る
土
地
の
登
記
事
項
証
明
書

五　

工
事
主
が
金
融
機
関
に
よ
る
融
資
を
受
け
、
又
は
受
け
た
こ
と
を
証
す
る
書
類
、
預
金
又
は
貯

金
の
残
高
を
証
す
る
書
類
そ
の
他
の
宅
地
造
成
又
は
特
定
盛
土
等
に
関
す
る
工
事
に
要
す
る
経
費

例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る
罰
則
を
適
用
す
る
場
合
に
お
い
て
、
当
該
罰
則
に
定
め
る
刑
に
刑
法
等
の

一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
四
年
法
律
第
六
十
七
号
。
第
九
条
及
び
附
則
に
お
い
て
「
刑
法
等
一

部
改
正
法
」
と
い
う
。
）
第
二
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
刑
法
（
明
治
四
十
年
法
律
第
四
十
五

号
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
旧
刑
法
」
と
い
う
。
）
第
十
二
条
に
規
定
す
る
懲
役
（
以
下
こ
の
項

に
お
い
て
「
懲
役
」
と
い
う
。
）
（
有
期
の
も
の
に
限
る
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
、
旧

刑
法
第
十
三
条
に
規
定
す
る
禁
錮
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
禁
錮
」
と
い
う
。
）
（
有
期
の
も
の

に
限
る
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
又
は
旧
刑
法
第
十
六
条
に
規
定
す
る
拘
留
（
以
下
こ
の

項
及
び
次
条
に
お
い
て
「
旧
拘
留
」
と
い
う
。
）
が
含
ま
れ
る
と
き
は
、
当
該
刑
の
う
ち
懲
役
又
は

禁
錮
は
そ
れ
ぞ
れ
そ
の
刑
と
長
期
及
び
短
期
を
同
じ
く
す
る
有
期
拘
禁
刑
と
、
旧
拘
留
は
長
期
及
び

短
期
を
同
じ
く
す
る
拘
留
と
す
る
。

（
人
の
資
格
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
七
条
　
拘
禁
刑
又
は
拘
留
に
処
せ
ら
れ
た
者
に
係
る
他
の
規
則
の
規
定
に
よ
り
な
お
従
前
の
例
に
よ

る
こ
と
と
さ
れ
、
な
お
効
力
を
有
す
る
こ
と
と
さ
れ
又
は
改
正
前
若
し
く
は
廃
止
前
の
規
則
の
規
定

の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る
人
の
資
格
に
関
す
る
法
令
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
無
期
拘
禁
刑

に
処
せ
ら
れ
た
者
は
無
期
禁
錮
に
処
せ
ら
れ
た
者
と
、
有
期
拘
禁
刑
に
処
せ
ら
れ
た
者
は
刑
期
を
同

じ
く
す
る
有
期
禁
錮
に
処
せ
ら
れ
た
者
と
、
拘
留
に
処
せ
ら
れ
た
者
は
刑
期
を
同
じ
く
す
る
旧
拘
留

に
処
せ
ら
れ
た
者
と
み
な
す
。

第
二
章　

刑
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う
関
係
規
則
の
整
理
等
に
伴
う
経
過

措
置

（
様
式
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
八
条
　
こ
の
規
則
の
施
行
の
際
現
に
こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
前
の
そ
れ
ぞ
れ
の
規
則
の
規
定
に
基
づ

い
て
提
出
さ
れ
、
又
は
交
付
さ
れ
て
い
る
書
類
は
、
こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
後
の
そ
れ
ぞ
れ
の
規
則

の
規
定
に
基
づ
い
て
提
出
さ
れ
、
又
は
交
付
さ
れ
た
書
類
と
み
な
す
。

第
三
章　

そ
の
他

（
経
過
措
置
の
知
事
へ
の
委
任
）

第
九
条
　
こ
の
編
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
刑
法
等
一
部
改
正
法
及
び
刑
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法

律
の
施
行
に
伴
う
関
係
法
律
の
整
理
等
に
関
す
る
法
律
（
令
和
四
年
法
律
第
六
十
八
号
）
並
び
に
こ

の
規
則
の
施
行
に
伴
い
必
要
な
経
過
措
置
は
、
知
事
が
定
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
刑
法
等
一
部
改
正
法
の
施
行
の
日
（
令
和
七
年
六
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

山
梨
県
規
則
第
七
号

山
梨
県
宅
地
造
成
及
び
特
定
盛
土
等
規
制
法
施
行
細
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
七
年
三
月
二
十
八
日

山
梨
県
知
事　
　

長　
　

崎　
　

幸 

太 

郎



山
梨
県
公
報
号
外
　
　
第
十
一
号
　
　
令
和
七
年
三
月
二
十
八
日

三

は
、
こ
れ
ら
の
者
の
住
民
票
又
は
個
人
番
号
カ
ー
ド
の
写
し

八　

工
事
主
が
法
人
で
あ
る
場
合
に
お
い
て
、
発
行
済
株
式
総
数
の
百
分
の
五
以
上
の
株
式
を
有
す

る
株
主
又
は
出
資
の
額
の
百
分
の
五
以
上
の
額
に
相
当
す
る
出
資
を
し
て
い
る
者
が
あ
る
と
き

は
、
当
該
株
主
の
有
す
る
株
式
の
数
又
は
当
該
出
資
を
し
て
い
る
者
の
な
し
た
出
資
の
金
額
が
確

認
で
き
る
書
類

九　

工
事
施
行
者
の
登
記
事
項
証
明
書
、
事
業
の
経
歴
を
記
載
し
た
書
類
及
び
工
事
施
行
者
が
建
設

業
法
第
三
条
第
一
項
の
許
可
を
受
け
て
い
る
こ
と
を
証
す
る
書
類

十　

土
石
の
堆
積
に
関
す
る
工
事
の
土
石
の
数
量
を
計
算
し
た
書
類

十
一　

土
石
の
堆
積
に
関
す
る
工
事
の
工
程
表

十
二　

そ
の
他
知
事
が
必
要
と
認
め
る
書
類

（
宅
地
造
成
等
に
関
す
る
工
事
の
着
手
の
届
出
）

第
五
条
　
法
第
十
二
条
第
一
項
の
許
可
（
法
第
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
法
第
十
二
条
第
一
項
の

許
可
を
受
け
た
も
の
と
み
な
さ
れ
る
も
の
を
含
む
。
）
を
受
け
た
者
は
、
当
該
許
可
に
係
る
工
事
に

着
手
し
た
と
き
は
、
宅
地
造
成
等
に
関
す
る
工
事
の
着
手
届
出
書
（
第
四
号
様
式
）
に
、
次
に
掲
げ

る
書
類
を
添
付
し
て
、
速
や
か
に
知
事
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一　

宅
地
造
成
等
に
関
す
る
工
事
の
工
程
表

二　

法
第
四
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
工
事
主
が
掲
げ
る
標
識
の
掲
示
状
況
を
明
ら
か
に
す
る
写
真

（
技
術
的
基
準
の
特
例
）

第
六
条
　
政
令
第
二
十
条
第
一
項
の
災
害
の
防
止
上
支
障
が
な
い
と
認
め
ら
れ
る
土
地
に
お
い
て
は
、

次
に
掲
げ
る
工
法
に
よ
る
措
置
を
も
っ
て
政
令
第
八
条
の
規
定
に
よ
る
擁
壁
又
は
政
令
第
十
四
条
の

規
定
に
よ
る
崖
面
崩
壊
防
止
施
設
の
設
置
に
代
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

一　

石
積
み
工

二　

編
柵し
が
ら

工
、
筋
工
又
は
積
苗
工

三　

前
二
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
知
事
が
適
当
と
認
め
る
工
法

2　

政
令
第
二
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
強
化
し
、
又
は
付
加
す
る
技
術
的
基
準
は
、
別
表
の
と
お

り
と
す
る
。

（
宅
地
造
成
等
に
伴
う
災
害
の
発
生
の
お
そ
れ
が
な
い
と
認
め
ら
れ
る
工
事
）

第
七
条
　
省
令
第
八
条
第
九
号
及
び
第
十
号
ロ
の
規
定
に
よ
り
規
則
で
定
め
る
値
は
、
一
メ
ー
ト
ル
と

す
る
。

（
宅
地
造
成
等
に
関
す
る
工
事
の
協
議
）

第
八
条
　
宅
地
造
成
又
は
特
定
盛
土
等
に
関
す
る
工
事
に
つ
い
て
、
法
第
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ

り
知
事
と
の
協
議
を
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
宅
地
造
成
又
は
特
定
盛
土
等
に
関
す
る
工
事
の
協
議
書

（
第
五
号
様
式
）
に
、
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
付
し
て
、
知
事
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一　

省
令
第
七
条
第
一
項
各
号
（
第
七
号
、
第
八
号
及
び
第
十
二
号
を
除
く
。
）
に
掲
げ
る
書
類

に
係
る
資
金
を
調
達
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
を
証
す
る
書
類

六　

工
事
主
が
個
人
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
最
近
三
年
間
の
所
得
税
の
納
税
証
明
書

七　

工
事
主
が
法
人
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
最
近
三
年
間
の
貸
借
対
照
表
、
損
益
計
算
書
、
株

主
資
本
等
変
動
計
算
書
、
個
別
注
記
表
、
法
人
税
の
納
税
証
明
書
及
び
事
業
の
経
歴
を
記
載
し
た

書
類

八　

工
事
主
が
法
人
で
あ
る
場
合
に
お
い
て
、
発
行
済
株
式
総
数
の
百
分
の
五
以
上
の
株
式
を
有
す

る
株
主
又
は
出
資
の
額
の
百
分
の
五
以
上
の
額
に
相
当
す
る
出
資
を
し
て
い
る
者
が
あ
る
と
き

は
、
こ
れ
ら
の
者
の
住
民
票
又
は
個
人
番
号
カ
ー
ド
の
写
し

九　

工
事
主
が
法
人
で
あ
る
場
合
に
お
い
て
、
発
行
済
株
式
総
数
の
百
分
の
五
以
上
の
株
式
を
有
す

る
株
主
又
は
出
資
の
額
の
百
分
の
五
以
上
の
額
に
相
当
す
る
出
資
を
し
て
い
る
者
が
あ
る
と
き

は
、
当
該
株
主
の
有
す
る
株
式
の
数
又
は
当
該
出
資
を
し
て
い
る
者
の
な
し
た
出
資
の
金
額
が
確

認
で
き
る
書
類

十　

工
事
施
行
者
の
登
記
事
項
証
明
書
、
事
業
の
経
歴
を
記
載
し
た
書
類
及
び
工
事
施
行
者
が
建
設

業
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
号
）
第
三
条
第
一
項
の
許
可
を
受
け
て
い
る
こ
と
を
証
す
る
書

類
十
一　

宅
地
造
成
又
は
特
定
盛
土
等
に
関
す
る
工
事
の
土
石
の
数
量
を
計
算
し
た
書
類

十
二　

排
水
施
設
の
流
出
量
算
定
及
び
断
面
算
定
を
記
載
し
た
計
算
書
並
び
に
算
定
の
根
拠
を
記
載

し
た
書
類

十
三　

宅
地
造
成
又
は
特
定
盛
土
等
に
関
す
る
工
事
の
工
程
表

十
四　

工
事
に
使
用
す
る
土
石
の
採
取
場
所
、
搬
入
計
画
及
び
土
石
の
性
状
（
第
三
号
様
式
）

十
五　

そ
の
他
知
事
が
必
要
と
認
め
る
書
類

2　

省
令
第
七
条
第
二
項
第
十
号
の
規
則
で
定
め
る
書
類
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類
と
す
る
。

一　

土
石
の
堆
積
に
関
す
る
工
事
を
行
お
う
と
す
る
土
地
の
公
図
の
写
し

二　

土
石
の
堆
積
に
関
す
る
工
事
を
行
お
う
と
す
る
土
地
の
求
積
平
面
図

三　

土
石
の
堆
積
に
関
す
る
工
事
を
行
お
う
と
す
る
土
地
の
登
記
事
項
証
明
書

四　

工
事
主
が
金
融
機
関
に
よ
る
融
資
を
受
け
、
又
は
受
け
た
こ
と
を
証
す
る
書
類
、
預
金
又
は
貯

金
の
残
高
を
証
す
る
書
類
そ
の
他
の
土
石
の
堆
積
に
関
す
る
工
事
に
要
す
る
経
費
に
係
る
資
金
を

調
達
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
を
証
す
る
書
類

五　

工
事
主
が
個
人
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
最
近
三
年
間
の
所
得
税
の
納
税
証
明
書

六　

工
事
主
が
法
人
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
最
近
三
年
間
の
貸
借
対
照
表
、
損
益
計
算
書
、
株

主
資
本
等
変
動
計
算
書
、
個
別
注
記
表
、
法
人
税
の
納
税
証
明
書
及
び
事
業
の
経
歴
を
記
載
し
た

書
類

七　

工
事
主
が
法
人
で
あ
る
場
合
に
お
い
て
、
発
行
済
株
式
総
数
の
百
分
の
五
以
上
の
株
式
を
有
す

る
株
主
又
は
出
資
の
額
の
百
分
の
五
以
上
の
額
に
相
当
す
る
出
資
を
し
て
い
る
者
が
あ
る
と
き



山
梨
県
公
報
号
外
　
　
第
十
一
号
　
　
令
和
七
年
三
月
二
十
八
日

四

二　

第
四
条
第
一
項
各
号
（
第
五
号
か
ら
第
九
号
ま
で
を
除
く
。
）
に
掲
げ
る
書
類

2　

土
石
の
堆
積
に
関
す
る
工
事
に
つ
い
て
、
法
第
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
協
議
が
成
立
し
た

者
で
、
法
第
十
六
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
変
更
の
協
議

を
し
よ
う
と
す
る
も
の
は
、
土
石
の
堆
積
に
関
す
る
工
事
の
変
更
協
議
書
（
第
九
号
様
式
）
に
、
次

に
掲
げ
る
書
類
の
う
ち
土
石
の
堆
積
に
関
す
る
工
事
の
計
画
の
変
更
に
伴
い
そ
の
内
容
が
変
更
さ
れ

る
も
の
を
添
付
し
て
、
知
事
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一　

省
令
第
七
条
第
二
項
各
号
（
第
五
号
、
第
六
号
及
び
第
十
号
を
除
く
。
）
に
掲
げ
る
書
類

二　

第
四
条
第
二
項
各
号
（
第
四
号
か
ら
第
八
号
ま
で
を
除
く
。
）
に
掲
げ
る
書
類

3　

第
八
条
第
三
項
の
規
定
は
、
前
二
項
の
変
更
の
協
議
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

（
宅
地
造
成
等
に
関
す
る
工
事
等
の
届
出
に
添
付
す
る
書
類
）

第
十
一
条
　
宅
地
造
成
又
は
特
定
盛
土
等
に
関
す
る
工
事
に
つ
い
て
、
法
第
二
十
一
条
第
一
項
の
規
定

に
よ
る
届
出
を
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
省
令
第
五
十
二
条
第
一
項
の
届
出
書
に
、
次
に
掲
げ
る
書
類

を
添
付
し
て
、
知
事
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一　

省
令
第
五
十
二
条
第
二
項
の
表
に
掲
げ
る
図
面

二　

盛
土
又
は
切
土
を
し
て
い
る
土
地
の
断
面
図

三　

盛
土
又
は
切
土
を
し
て
い
る
土
地
及
び
そ
の
付
近
の
状
況
を
明
ら
か
に
す
る
写
真

四　

そ
の
他
知
事
が
必
要
と
認
め
る
書
類

2　

土
石
の
堆
積
に
関
す
る
工
事
に
つ
い
て
、
法
第
二
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
し
よ
う

と
す
る
者
は
、
省
令
第
五
十
二
条
第
三
項
の
届
出
書
に
、
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
付
し
て
、
知
事
に

提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一　

省
令
第
五
十
二
条
第
四
項
の
表
に
掲
げ
る
図
面

二　

土
石
の
堆
積
を
行
っ
て
い
る
土
地
の
断
面
図

三　

土
石
の
堆
積
を
行
っ
て
い
る
土
地
及
び
そ
の
付
近
の
状
況
を
明
ら
か
に
す
る
写
真

四　

そ
の
他
知
事
が
必
要
と
認
め
る
書
類

3　

法
第
二
十
一
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
省
令
第
五
十
五
条
の
届
出

書
に
、
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
付
し
て
、
知
事
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一　

位
置
図

二　

擁
壁
等
の
除
却
を
行
お
う
と
す
る
土
地
及
び
そ
の
付
近
の
状
況
を
明
ら
か
に
す
る
写
真

三　

擁
壁
等
の
除
却
後
の
安
全
上
の
措
置
に
関
す
る
計
画
を
記
載
し
た
書
類

4　

法
第
二
十
一
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
省
令
第
五
十
六
条
の
届
出

書
に
、
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
付
し
て
、
知
事
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一　

位
置
図

二　

公
共
施
設
用
地
を
宅
地
又
は
農
地
等
に
転
用
し
た
土
地
の
地
形
図

三　

公
共
施
設
用
地
を
宅
地
又
は
農
地
等
に
転
用
し
た
土
地
及
び
そ
の
付
近
の
状
況
を
明
ら
か
に
す

二　

第
四
条
第
一
項
各
号
（
第
五
号
か
ら
第
九
号
ま
で
を
除
く
。
）
に
掲
げ
る
書
類

2　

土
石
の
堆
積
に
関
す
る
工
事
に
つ
い
て
、
法
第
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
知
事
と
の
協
議
を

し
よ
う
と
す
る
者
は
、
土
石
の
堆
積
に
関
す
る
工
事
の
協
議
書
（
第
六
号
様
式
）
に
、
次
に
掲
げ
る

書
類
を
添
付
し
て
、
知
事
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一　

省
令
第
七
条
第
二
項
各
号
（
第
五
号
、
第
六
号
及
び
第
十
号
を
除
く
。
）
に
掲
げ
る
書
類

二　

第
四
条
第
二
項
各
号
（
第
四
号
か
ら
第
八
号
ま
で
を
除
く
。
）
に
掲
げ
る
書
類

3　

知
事
は
、
法
第
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
協
議
が
成
立
し
た
と
き
は
、
当
該
協
議
を
し
た
者

に
そ
の
旨
を
通
知
す
る
も
の
と
す
る
。

4　

第
五
条
及
び
第
十
五
条
の
規
定
は
、
法
第
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
協
議
が
成
立
し
た
宅
地

造
成
等
に
関
す
る
工
事
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

（
宅
地
造
成
等
に
関
す
る
工
事
の
軽
微
な
変
更
の
届
出
）

第
九
条
　
宅
地
造
成
又
は
特
定
盛
土
等
に
関
す
る
工
事
に
つ
い
て
、
法
第
十
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ

る
届
出
を
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
宅
地
造
成
等
に
関
す
る
工
事
の
変
更
届
出
書
（
第
七
号
様
式
）

に
、
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
付
し
て
、
知
事
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一　

省
令
第
三
十
八
条
第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
変
更
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
事
実
を
証
す
る
書
類

二　

省
令
第
三
十
八
条
第
一
項
第
二
号
に
掲
げ
る
変
更
に
あ
っ
て
は
、
当
該
変
更
後
の
工
程
表

2　

法
第
十
二
条
第
一
項
の
許
可
を
受
け
た
者
で
、
宅
地
造
成
又
は
特
定
盛
土
等
に
関
す
る
工
事
に
使

用
す
る
土
石
の
採
取
場
所
、
搬
入
計
画
又
は
土
石
の
性
状
を
変
更
し
よ
う
と
す
る
も
の
は
、
宅
地
造

成
等
に
関
す
る
工
事
の
変
更
届
出
書
（
第
七
号
様
式
）
に
、
当
該
変
更
後
の
工
事
に
使
用
す
る
土
石

の
採
取
場
所
、
搬
入
計
画
及
び
土
石
の
性
状
（
第
三
号
様
式
）
を
添
付
し
て
、
知
事
に
提
出
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

3　

土
石
の
堆
積
に
関
す
る
工
事
に
つ
い
て
、
法
第
十
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
し
よ
う
と

す
る
者
は
、
宅
地
造
成
等
に
関
す
る
工
事
の
変
更
届
出
書
（
第
七
号
様
式
）
に
、
次
に
掲
げ
る
書
類

を
添
付
し
て
、
知
事
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一　

省
令
第
三
十
八
条
第
二
項
第
一
号
に
掲
げ
る
変
更
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
事
実
を
証
す
る
書
類

二　

省
令
第
三
十
八
条
第
二
項
第
二
号
に
掲
げ
る
変
更
に
あ
っ
て
は
、
当
該
変
更
後
の
工
程
表

（
宅
地
造
成
等
に
関
す
る
工
事
の
変
更
の
協
議
）

第
十
条
　
宅
地
造
成
又
は
特
定
盛
土
等
に
関
す
る
工
事
に
つ
い
て
、
法
第
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ

る
協
議
が
成
立
し
た
者
で
、
法
第
十
六
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
十
五
条
第
一
項
の
規
定

に
よ
る
変
更
の
協
議
を
し
よ
う
と
す
る
も
の
は
、
宅
地
造
成
又
は
特
定
盛
土
等
に
関
す
る
工
事
の
変

更
協
議
書
（
第
八
号
様
式
）
に
、
次
に
掲
げ
る
書
類
の
う
ち
宅
地
造
成
又
は
特
定
盛
土
等
に
関
す
る

工
事
の
計
画
の
変
更
に
伴
い
そ
の
内
容
が
変
更
さ
れ
る
も
の
を
添
付
し
て
、
知
事
に
提
出
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

一　

省
令
第
七
条
第
一
項
各
号
（
第
七
号
、
第
八
号
及
び
第
十
二
号
を
除
く
。
）
に
掲
げ
る
書
類
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三　

報
告
の
時
点
に
お
け
る
盛
土
に
用
い
た
土
石
の
性
質
を
明
ら
か
に
す
る
写
真

四　

報
告
の
時
点
に
お
け
る
災
害
の
防
止
に
関
す
る
措
置
の
状
況
を
明
ら
か
に
す
る
写
真

2　

土
石
の
堆
積
に
関
す
る
工
事
に
つ
い
て
、
法
第
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
報
告
を
し
よ
う
と

す
る
者
は
、
当
該
工
事
が
完
了
す
る
ま
で
の
間
、
土
石
の
堆
積
に
関
す
る
工
事
の
定
期
報
告
書
（
第

十
四
号
様
式
）
に
、
省
令
第
四
十
八
条
第
二
項
に
規
定
す
る
書
類
の
ほ
か
、
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添

付
し
て
、
知
事
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一　

報
告
の
時
点
に
お
け
る
土
石
の
堆
積
に
関
す
る
工
事
の
工
程
表

二　

報
告
の
時
点
に
お
け
る
災
害
の
防
止
に
関
す
る
措
置
の
状
況
を
明
ら
か
に
す
る
写
真

（
宅
地
造
成
等
に
関
す
る
届
出
工
事
の
完
了
の
届
出
）

第
十
六
条
　
法
第
二
十
一
条
第
一
項
又
は
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
し
た
者
は
、
当
該
届
出
に
係

る
工
事
を
完
了
し
た
と
き
は
、
宅
地
造
成
等
に
関
す
る
届
出
工
事
の
完
了
届
出
書
（
第
十
五
号
様

式
）
に
、
当
該
届
出
に
係
る
工
事
が
完
了
し
た
土
地
及
び
そ
の
付
近
の
状
況
を
明
ら
か
に
す
る
写
真

を
添
付
し
て
、
知
事
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
四
章　

特
定
盛
土
等
規
制
区
域
内
に
お
け
る
特
定
盛
土
等
又
は
土
石
の
堆
積
に
関
す
る
工
事

等
の
規
制

（
特
定
盛
土
等
又
は
土
石
の
堆
積
に
関
す
る
工
事
の
許
可
の
申
請
に
添
付
す
る
書
類
）

第
十
七
条
　
省
令
第
六
十
三
条
第
一
項
第
二
号
の
規
則
で
定
め
る
書
類
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類
と
す

る
。

一　

特
定
盛
土
等
に
関
す
る
工
事
を
行
お
う
と
す
る
土
地
の
公
図
の
写
し

二　

特
定
盛
土
等
に
関
す
る
工
事
を
行
お
う
と
す
る
土
地
の
求
積
平
面
図

三　

排
水
施
設
の
構
造
図

四　

特
定
盛
土
等
に
関
す
る
工
事
を
行
お
う
と
す
る
土
地
の
登
記
事
項
証
明
書

五　

工
事
主
が
金
融
機
関
に
よ
る
融
資
を
受
け
、
又
は
受
け
た
こ
と
を
証
す
る
書
類
、
預
金
又
は
貯

金
の
残
高
を
証
す
る
書
類
そ
の
他
の
特
定
盛
土
等
に
関
す
る
工
事
に
要
す
る
経
費
に
係
る
資
金
を

調
達
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
を
証
す
る
書
類

六　

工
事
主
が
個
人
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
最
近
三
年
間
の
所
得
税
の
納
税
証
明
書

七　

工
事
主
が
法
人
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
最
近
三
年
間
の
貸
借
対
照
表
、
損
益
計
算
書
、
株

主
資
本
等
変
動
計
算
書
、
個
別
注
記
表
、
法
人
税
の
納
税
証
明
書
及
び
事
業
の
経
歴
を
記
載
し
た

書
類

八　

工
事
主
が
法
人
で
あ
る
場
合
に
お
い
て
、
発
行
済
株
式
総
数
の
百
分
の
五
以
上
の
株
式
を
有
す

る
株
主
又
は
出
資
の
額
の
百
分
の
五
以
上
の
額
に
相
当
す
る
出
資
を
し
て
い
る
者
が
あ
る
と
き

は
、
こ
れ
ら
の
者
の
住
民
票
又
は
個
人
番
号
カ
ー
ド
の
写
し

九　

工
事
主
が
法
人
で
あ
る
場
合
に
お
い
て
、
発
行
済
株
式
総
数
の
百
分
の
五
以
上
の
株
式
を
有
す

る
株
主
又
は
出
資
の
額
の
百
分
の
五
以
上
の
額
に
相
当
す
る
出
資
を
し
て
い
る
者
が
あ
る
と
き

る
写
真

（
宅
地
造
成
等
に
関
す
る
届
出
工
事
の
変
更
の
届
出
）

第
十
二
条
　
法
第
二
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
し
た
者
で
、
当
該
届
出
に
係
る
事
項
を
変

更
し
よ
う
と
す
る
も
の
は
、
宅
地
造
成
等
に
関
す
る
届
出
工
事
の
変
更
届
出
書
（
第
十
号
様
式
）

に
、
前
条
第
一
項
各
号
又
は
第
二
項
各
号
に
掲
げ
る
書
類
の
う
ち
宅
地
造
成
等
に
関
す
る
工
事
の
計

画
の
変
更
に
伴
い
そ
の
内
容
が
変
更
さ
れ
る
も
の
を
添
付
し
て
、
知
事
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

2　

法
第
二
十
一
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
し
た
者
で
、
当
該
届
出
に
係
る
事
項
を
変
更
し
よ

う
と
す
る
も
の
は
、
擁
壁
等
に
関
す
る
工
事
の
変
更
届
出
書
（
第
十
一
号
様
式
）
に
、
前
条
第
三
項

各
号
に
掲
げ
る
書
類
の
う
ち
擁
壁
等
に
関
す
る
工
事
の
計
画
の
変
更
に
伴
い
そ
の
内
容
が
変
更
さ
れ

る
も
の
を
添
付
し
て
、
知
事
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
宅
地
造
成
等
に
関
す
る
工
事
の
休
止
等
の
届
出
）

第
十
三
条
　
宅
地
造
成
等
に
関
す
る
工
事
に
つ
い
て
法
第
十
二
条
第
一
項
の
許
可
（
法
第
十
五
条
第
一

項
の
規
定
に
よ
り
法
第
十
二
条
第
一
項
の
許
可
を
受
け
た
も
の
と
み
な
さ
れ
る
も
の
を
含
む
。
）
を

受
け
た
者
又
は
法
第
二
十
一
条
第
一
項
若
し
く
は
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
し
た
者
で
、
当
該

工
事
を
休
止
し
、
又
は
廃
止
し
よ
う
と
す
る
も
の
は
、
速
や
か
に
宅
地
造
成
等
に
関
す
る
工
事
の
休

止
等
届
出
書
（
第
十
二
号
様
式
）
を
知
事
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

2　

前
項
の
規
定
に
よ
り
宅
地
造
成
等
に
関
す
る
工
事
の
休
止
の
届
出
を
し
た
者
で
、
当
該
工
事
を
再

開
し
よ
う
と
す
る
も
の
は
、
宅
地
造
成
等
に
関
す
る
工
事
の
休
止
等
届
出
書
（
第
十
二
号
様
式
）

に
、
宅
地
造
成
等
に
関
す
る
工
事
の
工
程
表
を
添
付
し
て
、
知
事
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
宅
地
造
成
等
に
関
す
る
工
事
の
完
了
検
査
等
の
申
請
に
添
付
す
る
書
類
）

第
十
四
条
　
法
第
十
七
条
第
一
項
の
検
査
を
申
請
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
省
令
第
四
十
条
の
完
了
検
査

申
請
書
に
、
当
該
検
査
に
係
る
工
事
を
完
了
し
た
時
点
に
お
け
る
盛
土
又
は
切
土
を
し
た
土
地
及
び

そ
の
付
近
の
状
況
を
明
ら
か
に
す
る
写
真
を
添
付
し
て
、
知
事
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

2　

法
第
十
七
条
第
四
項
の
確
認
を
申
請
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
省
令
第
四
十
三
条
の
確
認
申
請
書

に
、
当
該
確
認
に
係
る
工
事
を
完
了
し
た
時
点
に
お
け
る
土
石
の
堆
積
を
行
っ
た
土
地
及
び
そ
の
付

近
の
状
況
を
明
ら
か
に
す
る
写
真
を
添
付
し
て
、
知
事
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
宅
地
造
成
等
に
関
す
る
工
事
の
定
期
の
報
告
）

第
十
五
条
　
宅
地
造
成
又
は
特
定
盛
土
等
に
関
す
る
工
事
に
つ
い
て
、
法
第
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に

よ
る
報
告
を
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
当
該
工
事
が
完
了
す
る
ま
で
の
間
、
宅
地
造
成
又
は
特
定
盛
土

等
に
関
す
る
工
事
の
定
期
報
告
書
（
第
十
三
号
様
式
）
に
、
省
令
第
四
十
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る

書
類
の
ほ
か
、
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
付
し
て
、
知
事
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一　

報
告
の
時
点
に
お
け
る
宅
地
造
成
又
は
特
定
盛
土
等
に
関
す
る
工
事
の
工
程
表

二　

報
告
の
時
点
に
お
け
る
擁
壁
等
に
関
す
る
工
事
の
施
行
状
況
を
明
ら
か
に
す
る
写
真
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第
十
八
条
　
法
第
二
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
届
出
を
し
た
者
又
は
法
第
三
十
条
第
一
項
の
許
可

（
法
第
三
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
法
第
三
十
条
第
一
項
の
許
可
を
受
け
た
も
の
と
み
な
さ
れ

る
も
の
を
含
む
。
）
を
受
け
た
者
は
、
当
該
届
出
又
は
許
可
に
係
る
工
事
に
着
手
し
た
と
き
は
、
宅

地
造
成
等
に
関
す
る
工
事
の
着
手
届
出
書
（
第
四
号
様
式
）
に
、
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
付
し
て
、

速
や
か
に
知
事
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一　

特
定
盛
土
等
又
は
土
石
の
堆
積
に
関
す
る
工
事
の
工
程
表

二　

法
第
四
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
工
事
主
が
掲
げ
る
標
識
の
掲
示
状
況
を
明
ら
か
に
す
る
写
真

（
準
用
）

第
十
九
条
　
第
六
条
及
び
第
七
条
の
規
定
は
、
特
定
盛
土
等
規
制
区
域
内
に
お
い
て
行
わ
れ
る
特
定
盛

土
等
又
は
土
石
の
堆
積
に
関
す
る
工
事
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

（
特
定
盛
土
等
又
は
土
石
の
堆
積
に
関
す
る
工
事
の
協
議
）

第
二
十
条
　
特
定
盛
土
等
に
関
す
る
工
事
に
つ
い
て
、
法
第
三
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
知
事
と

の
協
議
を
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
宅
地
造
成
又
は
特
定
盛
土
等
に
関
す
る
工
事
の
協
議
書
（
第
五
号

様
式
）
に
、
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
付
し
て
、
知
事
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一　

省
令
第
七
条
第
一
項
各
号
（
第
七
号
、
第
八
号
及
び
第
十
二
号
を
除
く
。
）
に
掲
げ
る
書
類

二　

第
十
七
条
第
一
項
各
号
（
第
五
号
か
ら
第
九
号
ま
で
を
除
く
。
）
に
掲
げ
る
書
類

2　

土
石
の
堆
積
に
関
す
る
工
事
に
つ
い
て
、
法
第
三
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
知
事
と
の
協
議

を
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
土
石
の
堆
積
に
関
す
る
工
事
の
協
議
書
（
第
六
号
様
式
）
に
、
次
に
掲
げ

る
書
類
を
添
付
し
て
、
知
事
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一　

省
令
第
七
条
第
二
項
各
号
（
第
五
号
、
第
六
号
及
び
第
十
号
を
除
く
。
）
に
掲
げ
る
書
類

二　

第
十
七
条
第
二
項
各
号
（
第
四
号
か
ら
第
八
号
ま
で
を
除
く
。
）
に
掲
げ
る
書
類

3　

知
事
は
、
法
第
三
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
協
議
が
成
立
し
た
と
き
は
、
当
該
協
議
を
し
た

者
に
そ
の
旨
を
通
知
す
る
も
の
と
す
る
。

4　

第
十
八
条
及
び
第
二
十
七
条
の
規
定
は
、
法
第
三
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
協
議
が
成
立
し

た
特
定
盛
土
等
又
は
土
石
の
堆
積
に
関
す
る
工
事
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

（
特
定
盛
土
等
又
は
土
石
の
堆
積
に
関
す
る
工
事
の
軽
微
な
変
更
の
届
出
）

第
二
十
一
条
　
特
定
盛
土
等
に
関
す
る
工
事
に
つ
い
て
、
法
第
三
十
五
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
届
出

を
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
宅
地
造
成
等
に
関
す
る
工
事
の
変
更
届
出
書
（
第
七
号
様
式
）
に
、
次
に

掲
げ
る
書
類
を
添
付
し
て
、
知
事
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一　

省
令
第
三
十
八
条
第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
変
更
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
事
実
を
証
す
る
書
類

二　

省
令
第
三
十
八
条
第
一
項
第
二
号
に
掲
げ
る
変
更
に
あ
っ
て
は
、
当
該
変
更
後
の
工
程
表

2　

法
第
三
十
条
第
一
項
の
許
可
を
受
け
た
者
で
、
特
定
盛
土
等
に
関
す
る
工
事
に
使
用
す
る
土
石
の

採
取
場
所
、
搬
入
計
画
又
は
土
石
の
性
状
を
変
更
し
よ
う
と
す
る
も
の
は
、
宅
地
造
成
等
に
関
す
る

工
事
の
変
更
届
出
書
（
第
七
号
様
式
）
に
、
当
該
変
更
後
の
工
事
に
使
用
す
る
土
石
の
採
取
場
所
、

は
、
当
該
株
主
の
有
す
る
株
式
の
数
又
は
当
該
出
資
を
し
て
い
る
者
の
な
し
た
出
資
の
金
額
が
確

認
で
き
る
書
類

十　

工
事
施
行
者
の
登
記
事
項
証
明
書
、
事
業
の
経
歴
を
記
載
し
た
書
類
及
び
工
事
施
行
者
が
建
設

業
法
第
三
条
第
一
項
の
許
可
を
受
け
て
い
る
こ
と
を
証
す
る
書
類

十
一　

特
定
盛
土
等
に
関
す
る
工
事
の
土
石
の
数
量
を
計
算
し
た
書
類

十
二　

排
水
施
設
の
流
出
量
算
定
及
び
断
面
算
定
を
記
載
し
た
計
算
書
並
び
に
算
定
の
根
拠
を
記
載

し
た
書
類

十
三　

特
定
盛
土
等
に
関
す
る
工
事
の
工
程
表

十
四　

工
事
に
使
用
す
る
土
石
の
採
取
場
所
、
搬
入
計
画
及
び
土
石
の
性
状
（
第
三
号
様
式
）

十
五　

そ
の
他
知
事
が
必
要
と
認
め
る
書
類

2　

省
令
第
六
十
三
条
第
二
項
第
二
号
の
規
則
で
定
め
る
書
類
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類
と
す
る
。

一　

土
石
の
堆
積
に
関
す
る
工
事
を
行
お
う
と
す
る
土
地
の
公
図
の
写
し

二　

土
石
の
堆
積
に
関
す
る
工
事
を
行
お
う
と
す
る
土
地
の
求
積
平
面
図

三　

土
石
の
堆
積
に
関
す
る
工
事
を
行
お
う
と
す
る
土
地
の
登
記
事
項
証
明
書

四　

工
事
主
が
金
融
機
関
に
よ
る
融
資
を
受
け
、
又
は
受
け
た
こ
と
を
証
す
る
書
類
、
預
金
又
は
貯

金
の
残
高
を
証
す
る
書
類
そ
の
他
の
土
石
の
堆
積
に
関
す
る
工
事
に
要
す
る
経
費
に
係
る
資
金
を

調
達
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
を
証
す
る
書
類

五　

工
事
主
が
個
人
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
最
近
三
年
間
の
所
得
税
の
納
税
証
明
書

六　

工
事
主
が
法
人
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
最
近
三
年
間
の
貸
借
対
照
表
、
損
益
計
算
書
、
株

主
資
本
等
変
動
計
算
書
、
個
別
注
記
表
、
法
人
税
の
納
税
証
明
書
及
び
事
業
の
経
歴
を
記
載
し
た

書
類

七　

工
事
主
が
法
人
で
あ
る
場
合
に
お
い
て
、
発
行
済
株
式
総
数
の
百
分
の
五
以
上
の
株
式
を
有
す

る
株
主
又
は
出
資
の
額
の
百
分
の
五
以
上
の
額
に
相
当
す
る
出
資
を
し
て
い
る
者
が
あ
る
と
き

は
、
こ
れ
ら
の
者
の
住
民
票
又
は
個
人
番
号
カ
ー
ド
の
写
し

八　

工
事
主
が
法
人
で
あ
る
場
合
に
お
い
て
、
発
行
済
株
式
総
数
の
百
分
の
五
以
上
の
株
式
を
有
す

る
株
主
又
は
出
資
の
額
の
百
分
の
五
以
上
の
額
に
相
当
す
る
出
資
を
し
て
い
る
者
が
あ
る
と
き

は
、
当
該
株
主
の
有
す
る
株
式
の
数
又
は
当
該
出
資
を
し
て
い
る
者
の
な
し
た
出
資
の
金
額
が
確

認
で
き
る
書
類

九　

工
事
施
行
者
の
登
記
事
項
証
明
書
、
事
業
の
経
歴
を
記
載
し
た
書
類
及
び
工
事
施
行
者
が
建
設

業
法
第
三
条
第
一
項
の
許
可
を
受
け
て
い
る
こ
と
を
証
す
る
書
類

十　

土
石
の
堆
積
に
関
す
る
工
事
の
土
石
の
数
量
を
計
算
し
た
書
類

十
一　

土
石
の
堆
積
に
関
す
る
工
事
の
工
程
表

十
二　

そ
の
他
知
事
が
必
要
と
認
め
る
書
類

（
特
定
盛
土
等
又
は
土
石
の
堆
積
に
関
す
る
工
事
の
着
手
の
届
出
）
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一　

省
令
第
五
十
二
条
第
四
項
の
表
に
掲
げ
る
図
面

二　

土
石
の
堆
積
を
行
っ
て
い
る
土
地
の
断
面
図

三　

土
石
の
堆
積
を
行
っ
て
い
る
土
地
及
び
そ
の
付
近
の
状
況
を
明
ら
か
に
す
る
写
真

四　

そ
の
他
知
事
が
必
要
と
認
め
る
書
類

3　

法
第
四
十
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
省
令
第
八
十
五
条
の
届
出
書

に
、
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
付
し
て
、
知
事
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一　

位
置
図

二　

擁
壁
等
の
除
却
を
行
お
う
と
す
る
土
地
及
び
そ
の
付
近
の
状
況
を
明
ら
か
に
す
る
写
真

三　

擁
壁
等
の
除
却
後
の
安
全
上
の
措
置
に
関
す
る
計
画
を
記
載
し
た
書
類

4　

法
第
四
十
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
省
令
第
八
十
六
条
の
届
出
書

に
、
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
付
し
て
、
知
事
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一　

位
置
図

二　

公
共
施
設
用
地
を
宅
地
又
は
農
地
等
に
転
用
し
た
土
地
の
地
形
図

三　

公
共
施
設
用
地
を
宅
地
又
は
農
地
等
に
転
用
し
た
土
地
及
び
そ
の
付
近
の
状
況
を
明
ら
か
に
す

る
写
真

（
特
定
盛
土
等
又
は
土
石
の
堆
積
に
関
す
る
届
出
工
事
の
変
更
の
届
出
）

第
二
十
四
条
　
法
第
四
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
し
た
者
で
、
当
該
届
出
に
係
る
事
項
を
変

更
し
よ
う
と
す
る
も
の
は
、
宅
地
造
成
等
に
関
す
る
届
出
工
事
の
変
更
届
出
書
（
第
十
号
様
式
）

に
、
前
条
第
一
項
各
号
又
は
第
二
項
各
号
に
掲
げ
る
書
類
の
う
ち
特
定
盛
土
等
又
は
土
石
の
堆
積
に

関
す
る
工
事
の
計
画
の
変
更
に
伴
い
そ
の
内
容
が
変
更
さ
れ
る
も
の
を
添
付
し
て
、
知
事
に
提
出
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

2　

法
第
四
十
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
し
た
者
で
、
当
該
届
出
に
係
る
事
項
を
変
更
し
よ
う

と
す
る
も
の
は
、
擁
壁
等
に
関
す
る
工
事
の
変
更
届
出
書
（
第
十
一
号
様
式
）
に
、
前
条
第
三
項
各

号
に
掲
げ
る
書
類
の
う
ち
擁
壁
等
に
関
す
る
工
事
の
計
画
の
変
更
に
伴
い
そ
の
内
容
が
変
更
さ
れ
る

も
の
を
添
付
し
て
、
知
事
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
特
定
盛
土
等
又
は
土
石
の
堆
積
に
関
す
る
工
事
の
休
止
等
の
届
出
）

第
二
十
五
条
　
特
定
盛
土
等
又
は
土
石
の
堆
積
に
関
す
る
工
事
に
つ
い
て
法
第
三
十
条
第
一
項
の
許
可

（
法
第
三
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
法
第
三
十
条
第
一
項
の
許
可
を
受
け
た
も
の
と
み
な
さ
れ

る
も
の
を
含
む
。
）
を
受
け
た
者
又
は
法
第
二
十
七
条
第
一
項
若
し
く
は
第
四
十
条
第
一
項
若
し
く

は
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
し
た
者
で
、
当
該
工
事
を
休
止
し
、
又
は
廃
止
し
よ
う
と
す
る
も

の
は
、
速
や
か
に
宅
地
造
成
等
に
関
す
る
工
事
の
休
止
等
届
出
書
（
第
十
二
号
様
式
）
を
知
事
に
提

出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

2　

前
項
の
規
定
に
よ
り
特
定
盛
土
等
又
は
土
石
の
堆
積
に
関
す
る
工
事
の
休
止
の
届
出
を
し
た
者

で
、
当
該
工
事
を
再
開
し
よ
う
と
す
る
も
の
は
、
宅
地
造
成
等
に
関
す
る
工
事
の
休
止
等
届
出
書

搬
入
計
画
及
び
土
石
の
性
状
（
第
三
号
様
式
）
を
添
付
し
て
、
知
事
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

3　

土
石
の
堆
積
に
関
す
る
工
事
に
つ
い
て
、
法
第
三
十
五
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
し
よ
う

と
す
る
者
は
、
宅
地
造
成
等
に
関
す
る
工
事
の
変
更
届
出
書
（
第
七
号
様
式
）
に
、
次
に
掲
げ
る
書

類
を
添
付
し
て
、
知
事
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一　

省
令
第
三
十
八
条
第
二
項
第
一
号
に
掲
げ
る
変
更
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
事
実
を
証
す
る
書
類

二　

省
令
第
三
十
八
条
第
二
項
第
二
号
に
掲
げ
る
変
更
に
あ
っ
て
は
、
当
該
変
更
後
の
工
程
表

（
特
定
盛
土
等
又
は
土
石
の
堆
積
に
関
す
る
工
事
の
変
更
の
協
議
）

第
二
十
二
条
　
特
定
盛
土
等
に
関
す
る
工
事
に
つ
い
て
、
法
第
三
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
協
議

が
成
立
し
た
者
で
、
法
第
三
十
五
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
三
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に

よ
る
変
更
の
協
議
を
し
よ
う
と
す
る
も
の
は
、
宅
地
造
成
又
は
特
定
盛
土
等
に
関
す
る
工
事
の
変
更

協
議
書
（
第
八
号
様
式
）
に
、
次
に
掲
げ
る
書
類
の
う
ち
特
定
盛
土
等
に
関
す
る
工
事
の
計
画
の
変

更
に
伴
い
そ
の
内
容
が
変
更
さ
れ
る
も
の
を
添
付
し
て
、
知
事
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一　

省
令
第
七
条
第
一
項
各
号
（
第
七
号
、
第
八
号
及
び
第
十
二
号
を
除
く
。
）
に
掲
げ
る
書
類

二　

第
十
七
条
第
一
項
各
号
（
第
五
号
か
ら
第
九
号
ま
で
を
除
く
。
）
に
掲
げ
る
書
類

2　

土
石
の
堆
積
に
関
す
る
工
事
に
つ
い
て
、
法
第
三
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
協
議
が
成
立
し

た
者
で
、
法
第
三
十
五
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
三
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
変
更

の
協
議
を
し
よ
う
と
す
る
も
の
は
、
土
石
の
堆
積
に
関
す
る
工
事
の
変
更
協
議
書
（
第
九
号
様
式
）

に
、
次
に
掲
げ
る
書
類
の
う
ち
土
石
の
堆
積
に
関
す
る
工
事
の
計
画
の
変
更
に
伴
い
そ
の
内
容
が
変

更
さ
れ
る
も
の
を
添
付
し
て
、
知
事
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一　

省
令
第
七
条
第
二
項
各
号
（
第
五
号
、
第
六
号
及
び
第
十
号
を
除
く
。
）
に
掲
げ
る
書
類

二　

第
十
七
条
第
二
項
各
号
（
第
四
号
か
ら
第
八
号
ま
で
を
除
く
。
）
に
掲
げ
る
書
類

3　

第
二
十
条
第
三
項
の
規
定
は
、
前
二
項
の
変
更
の
協
議
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

（
特
定
盛
土
等
又
は
土
石
の
堆
積
に
関
す
る
工
事
等
の
届
出
に
添
付
す
る
書
類
）

第
二
十
三
条
　
特
定
盛
土
等
に
関
す
る
工
事
に
つ
い
て
、
法
第
四
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
を

し
よ
う
と
す
る
者
は
、
省
令
第
八
十
二
条
第
一
項
の
届
出
書
に
、
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
付
し
て
、

知
事
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一　

省
令
第
五
十
二
条
第
二
項
の
表
に
掲
げ
る
図
面

二　

盛
土
又
は
切
土
を
し
て
い
る
土
地
の
断
面
図

三　

盛
土
又
は
切
土
を
し
て
い
る
土
地
及
び
そ
の
付
近
の
状
況
を
明
ら
か
に
す
る
写
真

四　

そ
の
他
知
事
が
必
要
と
認
め
る
書
類

2　

土
石
の
堆
積
に
関
す
る
工
事
に
つ
い
て
、
法
第
四
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
し
よ
う
と

す
る
者
は
、
省
令
第
八
十
二
条
第
二
項
の
届
出
書
に
、
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
付
し
て
、
知
事
に
提

出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一　

位
置
図

二　

地
形
図

三　

土
地
の
平
面
図

四　

土
地
の
断
面
図

五　

そ
の
他
知
事
が
必
要
と
認
め
る
書
類

（
書
類
の
提
出
部
数
）

第
三
十
条
　
法
、
省
令
及
び
こ
の
規
則
の
規
定
に
よ
り
知
事
に
提
出
す
る
書
類
の
部
数
は
、
知
事
が
別

に
定
め
る
も
の
と
す
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

別
表
（
第
六
条
関
係
）

一　

地
盤
に
つ
い
て
講
ず
る
措
置

イ　

盛
土
を
す
る
土
地
の
地
盤
が
軟
弱
で
あ
る
場
合
に
は
、
盛
土
を
し
た
土
地
及
び
そ
の
付
近
の

地
盤
の
沈
下
又
は
隆
起
が
生
じ
な
い
よ
う
に
、
土
の
置
換
え
、
水
抜
き
そ
の
他
の
措
置
を
講
ず

る
こ
と
。

ロ　

盛
土
の
高
さ
及
び
の
り
面
（
擁
壁
又
は
崖
面
崩
壊
防
止
施
設
を
設
置
す
る
場
合
に
あ
っ
て

は
、
当
該
擁
壁
又
は
崖
面
崩
壊
防
止
施
設
を
設
置
す
る
部
分
を
除
く
。
以
下
こ
の
ロ
に
お
い
て

同
じ
。
）
の
勾
配
は
、
次
の
表
の
土
石
の
区
分
の
欄
に
掲
げ
る
土
石
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ

れ
同
表
の
盛
土
の
高
さ
の
欄
及
び
の
り
面
の
勾
配
の
欄
に
定
め
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
第
十
二
号
様
式
）
に
、
特
定
盛
土
等
又
は
土
石
の
堆
積
に
関
す
る
工
事
の
工
程
表
を
添
付
し
て
、

知
事
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
特
定
盛
土
等
又
は
土
石
の
堆
積
に
関
す
る
工
事
の
完
了
検
査
等
の
申
請
に
添
付
す
る
書
類
）

第
二
十
六
条
　
法
第
三
十
六
条
第
一
項
の
検
査
を
申
請
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
省
令
第
七
十
条
の
完
了

検
査
申
請
書
に
、
当
該
検
査
に
係
る
工
事
を
完
了
し
た
時
点
に
お
け
る
盛
土
又
は
切
土
を
し
た
土
地

及
び
そ
の
付
近
の
状
況
を
明
ら
か
に
す
る
写
真
を
添
付
し
て
、
知
事
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

2　

法
第
三
十
六
条
第
四
項
の
確
認
を
申
請
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
省
令
第
七
十
三
条
の
確
認
申
請
書

に
、
当
該
確
認
に
係
る
工
事
を
完
了
し
た
時
点
に
お
け
る
土
石
の
堆
積
を
行
っ
た
土
地
及
び
そ
の
付

近
の
状
況
を
明
ら
か
に
す
る
写
真
を
添
付
し
て
、
知
事
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
特
定
盛
土
等
又
は
土
石
の
堆
積
に
関
す
る
工
事
の
定
期
の
報
告
）

第
二
十
七
条
　
特
定
盛
土
等
に
関
す
る
工
事
に
つ
い
て
、
法
第
三
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
報
告

を
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
当
該
工
事
が
完
了
す
る
ま
で
の
間
、
宅
地
造
成
又
は
特
定
盛
土
等
に
関
す

る
工
事
の
定
期
報
告
書
（
第
十
三
号
様
式
）
に
、
省
令
第
七
十
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
書
類
の
ほ

か
、
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
付
し
て
、
知
事
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一　

報
告
の
時
点
に
お
け
る
特
定
盛
土
等
に
関
す
る
工
事
の
工
程
表

二　

報
告
の
時
点
に
お
け
る
擁
壁
等
に
関
す
る
工
事
の
施
行
状
況
を
明
ら
か
に
す
る
写
真

三　

報
告
の
時
点
に
お
け
る
盛
土
に
用
い
た
土
石
の
性
質
を
明
ら
か
に
す
る
写
真

四　

報
告
の
時
点
に
お
け
る
災
害
の
防
止
に
関
す
る
措
置
の
状
況
を
明
ら
か
に
す
る
写
真

2　

土
石
の
堆
積
に
関
す
る
工
事
に
つ
い
て
、
法
第
三
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
報
告
を
し
よ
う

と
す
る
者
は
、
当
該
工
事
が
完
了
す
る
ま
で
の
間
、
土
石
の
堆
積
に
関
す
る
工
事
の
定
期
報
告
書

（
第
十
四
号
様
式
）
に
、
省
令
第
七
十
八
条
第
二
項
に
規
定
す
る
書
類
の
ほ
か
、
次
に
掲
げ
る
書
類

を
添
付
し
て
、
知
事
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一　

報
告
の
時
点
に
お
け
る
土
石
の
堆
積
に
関
す
る
工
事
の
工
程
表

二　

報
告
の
時
点
に
お
け
る
災
害
の
防
止
に
関
す
る
措
置
の
状
況
を
明
ら
か
に
す
る
写
真

（
特
定
盛
土
等
又
は
土
石
の
堆
積
に
関
す
る
届
出
工
事
の
完
了
の
届
出
）

第
二
十
八
条
　
法
第
二
十
七
条
第
一
項
又
は
第
四
十
条
第
一
項
若
し
く
は
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
届
出

を
し
た
者
は
、
当
該
届
出
に
係
る
工
事
を
完
了
し
た
と
き
は
、
宅
地
造
成
等
に
関
す
る
届
出
工
事
の

完
了
届
出
書
（
第
十
五
号
様
式
）
に
、
当
該
届
出
に
係
る
工
事
が
完
了
し
た
土
地
及
び
そ
の
付
近
の

状
況
を
明
ら
か
に
す
る
写
真
を
添
付
し
て
、
知
事
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
五
章　

雑
則

（
省
令
第
八
十
八
条
に
規
定
す
る
書
面
の
交
付
）

第
二
十
九
条
　
省
令
第
八
十
八
条
に
規
定
す
る
書
面
の
交
付
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
宅
地
造
成
等

に
関
す
る
証
明
書
交
付
申
請
書
（
第
十
六
号
様
式
）
に
、
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
付
し
て
、
知
事
に

土
石
の
区
分

盛
土
の
高
さ

の
り
面
の
勾
配

建
設
業
に
属
す
る
事
業
を
行

う
者
の
再
生
資
源
の
利
用
に

関
す
る
判
断
の
基
準
と
な
る

べ
き
事
項
を
定
め
る
省
令
（

平
成
三
年
建
設
省
令
第
十
九

号
）
別
表
第
一
に
規
定
す
る

第
一
種
建
設
発
生
土
、
第
二

種
建
設
発
生
土
及
び
第
三
種

建
設
発
生
土
並
び
に
こ
れ
ら

に
準
ず
る
も
の

安
定
計
算
を

行
っ
た
場
合

安
全
が
確
保

さ
れ
る
高
さ

安
全
が
確
保
さ
れ
る
勾
配

そ
の
他

十
メ
ー
ト
ル

以
下

垂
直
一
メ
ー
ト
ル
に
対
す
る
水
平

距
離
が
二
メ
ー
ト
ル
（
盛
土
の
高

さ
が
五
メ
ー
ト
ル
以
下
の
場
合
に

あ
っ
て
は
、
一
・
八
メ
ー
ト
ル
）

以
上
の
勾
配

そ
の
他

安
定
計
算
を
行
い
、
安
全
が

確
保
さ
れ
る
高
さ

安
定
計
算
を
行
い
、
安
全
が
確
保

さ
れ
る
勾
配
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ハ　

高
さ
が
五
メ
ー
ト
ル
以
上
の
盛
土
又
は
切
土
を
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
盛
土
又
は
切
土
の

高
さ
が
五
メ
ー
ト
ル
以
内
ご
と
に
幅
一
・
五
メ
ー
ト
ル
以
上
の
小
段
を
設
け
る
こ
と
。

ニ　

盛
土
又
は
切
土
に
小
段
を
設
け
る
と
き
は
、
当
該
小
段
及
び
地
表
面
に
は
、
雨
水
そ
の
他
の

地
表
水
（
以
下
こ
の
ニ
及
び
次
号
に
お
い
て
「
雨
水
等
」
と
い
う
。
）
に
よ
る
地
表
面
の
崩
壊

を
防
止
す
る
た
め
、
排
水
溝
を
設
け
る
こ
と
。
た
だ
し
、
適
当
な
措
置
を
と
る
こ
と
に
よ
り
、

適
切
に
雨
水
等
を
排
水
で
き
る
と
知
事
が
認
め
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

ホ　

次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
盛
土
を
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
土
質
試
験
そ
の
他
の

調
査
又
は
試
験
に
基
づ
く
安
定
計
算
を
行
う
こ
と
に
よ
り
、
地
震
力
及
び
そ
の
盛
土
の
自
重
に

よ
る
当
該
盛
土
の
滑
り
出
す
力
が
そ
の
滑
り
面
に
対
す
る
最
大
摩
擦
抵
抗
力
そ
の
他
の
抵
抗
力

を
下
回
る
こ
と
を
確
か
め
る
こ
と
。

⑴　

盛
土
を
す
る
土
地
の
面
積
が
三
千
平
方
メ
ー
ト
ル
以
上
で
あ
り
、
か
つ
、
盛
土
を
す
る
こ

と
に
よ
り
、
当
該
盛
土
を
す
る
土
地
の
地
下
水
位
が
盛
土
を
す
る
前
の
地
盤
面
の
高
さ
を
超

え
、
盛
土
の
内
部
に
浸
入
す
る
こ
と
が
想
定
さ
れ
る
も
の

⑵　

盛
土
を
す
る
前
の
地
盤
面
が
水
平
面
に
対
し
二
十
度
以
上
の
角
度
を
な
し
、
か
つ
、
盛
土

の
高
さ
が
五
メ
ー
ト
ル
以
上
と
な
る
も
の

⑶　

盛
土
の
高
さ
が
十
五
メ
ー
ト
ル
を
超
え
る
も
の

二　

排
水
処
理

宅
地
造
成
等
に
関
す
る
工
事
を
行
お
う
と
す
る
土
地
の
区
域
外
に
雨
水
等
を
放
流
す
る
場
合
に

お
い
て
は
、
放
流
先
の
排
水
能
力
、
利
水
の
状
況
そ
の
他
の
状
況
を
勘
案
し
て
、
宅
地
造
成
等
に

関
す
る
工
事
を
行
お
う
と
す
る
土
地
の
区
域
の
排
水
を
有
効
か
つ
適
切
に
流
下
さ
せ
る
こ
と
が
で

き
る
よ
う
に
、
当
該
放
流
先
を
管
理
す
る
者
と
協
議
し
、
そ
の
同
意
を
得
た
上
で
、
宅
地
造
成
等

に
関
す
る
工
事
を
行
お
う
と
す
る
土
地
の
区
域
の
排
水
施
設
を
下
水
道
、
排
水
路
そ
の
他
の
排
水

施
設
又
は
河
川
そ
の
他
の
公
共
の
水
域
に
接
続
す
る
こ
と
。

三　

工
事
中
の
災
害
防
止
措
置

宅
地
造
成
等
に
関
す
る
工
事
を
行
お
う
と
す
る
土
地
の
区
域
外
の
土
地
に
土
砂
が
流
出
し
な
い

よ
う
に
、
必
要
に
応
じ
、
沈
砂
池
そ
の
他
の
土
砂
の
流
出
を
防
止
す
る
た
め
に
必
要
な
施
設
を
設

置
す
る
こ
と
。

土
石
の
区
分

盛
土
の
高
さ

の
り
面
の
勾
配

建
設
業
に
属
す
る
事
業
を
行

う
者
の
再
生
資
源
の
利
用
に

関
す
る
判
断
の
基
準
と
な
る

べ
き
事
項
を
定
め
る
省
令
（

平
成
三
年
建
設
省
令
第
十
九

号
）
別
表
第
一
に
規
定
す
る

第
一
種
建
設
発
生
土
、
第
二

種
建
設
発
生
土
及
び
第
三
種

建
設
発
生
土
並
び
に
こ
れ
ら

に
準
ず
る
も
の

安
定
計
算
を

行
っ
た
場
合

安
全
が
確
保

さ
れ
る
高
さ

安
全
が
確
保
さ
れ
る
勾
配

そ
の
他

十
メ
ー
ト
ル

以
下

垂
直
一
メ
ー
ト
ル
に
対
す
る
水
平

距
離
が
二
メ
ー
ト
ル
（
盛
土
の
高

さ
が
五
メ
ー
ト
ル
以
下
の
場
合
に

あ
っ
て
は
、
一
・
八
メ
ー
ト
ル
）

以
上
の
勾
配

そ
の
他

安
定
計
算
を
行
い
、
安
全
が

確
保
さ
れ
る
高
さ

安
定
計
算
を
行
い
、
安
全
が
確
保

さ
れ
る
勾
配
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第１号様式（第３条関係） 

（表） 

第     号  

  

宅地造成及び特定盛土等規制法第７条第１項若しくは第２項、第２４

条第１項又は第４３条第１項の規定による身分証明書 

  

  

写

真 

  職名及び氏名 

 

 

  生年月日      年  月  日生 

  発行年月日     年  月  日発行 

 

 

  山梨県知事             印 

  

 

 

（裏） 

宅地造成及び特定盛土等規制法（抜粋） 

 

（証明書等の携帯） 

第７条 第５条第１項の規定により他人の占有する土地に立ち入ろうとする者は、その身分

を示す証明書を携帯しなければならない。 

２ 前条第１項の規定により障害物を伐除しようとする者又は土地に試掘等を行おうとす

る者は、その身分を示す証明書及び市町村長又は都道府県知事の許可証を携帯しなければ

ならない。 

３ 略 

（立入検査） 

第２４条 都道府県知事は、第１２条第１項、第１６条第１項、第１７条第１項若しくは第

４項、第１８条第１項、第２０条第１項から第４項まで又は前条第１項若しくは第２項の

規定による権限を行うために必要な限度において、その職員に、当該土地に立ち入り、当

該土地又は当該土地において行われている宅地造成等に関する工事の状況を検査させる

ことができる。 

２ 第７条第１項及び第３項の規定は、前項の場合について準用する。 

３ 略 

（立入検査） 

第４３条 都道府県知事は、第２７条第４項（第２８条第３項において準用する場合を含

第1号様式（第3条関係）
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一

む。）、第３０条第１項、第３５条第１項、第３６条第１項若しくは第４項、第３７条第１

項、第３９条第１項から第４項まで又は前条第１項若しくは第２項の規定による権限を行

うために必要な限度において、その職員に、当該土地に立ち入り、当該土地又は当該土地

において行われている特定盛土等若しくは土石の堆積に関する工事の状況を検査させる

ことができる。 

２ 第７条第１項及び第３項の規定は、前項の場合について準用する。 

３ 略 
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第２号様式（第３条関係） 

（表） 

 第    号 

 

許可証 

 

所属              

職氏名             

年  月  日生  

 

宅地造成及び特定盛土等規制法第６条第１項の規定により、次のとおり土地の試

掘等を行うことについて、許可します。 

     年  月  日 

 

山梨県知事          印  

 

 

（裏） 

 

１ 行為の目的 

２ 行為の内容 

３ 行為の場所 

４ 行為の期日        年  月  日    時から    時まで 

 

注意事項 

 

  

第2号様式（第3条関係）
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第３号様式（第４条、第９条、第１７条、第２１条関係） 

 

工事に使用する土石の採取場所、搬入計画及び土石の性状 

 

採取場所 搬入計画   土石の性状 

 予定量（㎥） 最大日量（㎥） 搬入時期  

     

     

     

     

     

注１ 盛土又は切土をする土地の面積が３，０００㎡以上の場合には、土石の性状の欄に

建設業に属する事業を行う者の再生資源の利用に関する判断の基準となるべき事項

を定める省令（平成３年建設省令第１９号）別表第一の上欄に掲げる区分を記入する

こと。なお、法第１５条第１項又は第３４条第１項により協議を行おうとする者につ

いては、土石の性状の欄への記入は不要。 

２ １の場合において、工事に使用する土石が化学的に性質を改良した土石であると

きは、改良土である旨及び改良に使用した改良材等の名称を合わせて記入すること。 

 

  

第3号様式（第4条、第9条、第17条、第21条関係）
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第４号様式（第５条、第１８条関係） 

年  月  日  

 

 

  山梨県知事 殿 

 

 

届出者 住所                

氏名             印  

（法人にあっては、主たる事務所の  

所在地、名称及び代表者の氏名）  

 

 

宅地造成等に関する工事の着手届出書 

 

宅地造成等に関する工事に着手したので、次のとおり届け出ます。 

 

１ 許可年月日及び許可番号    年  月  日 山梨県指令  第   号 

２ 協議同意年月日及び番号    年  月  日 第   号 

３ 届出年月日    年  月  日 

４ 工事をする土地の所在地

及び地番 

 

５ 工事着手年月日    年  月  日 

６ 工事完了予定年月日    年  月  日 

７ 工事施行者の住所及び氏

名 

 

８ 現場管理者の氏名及び連

絡先 

 

９ 届出代理人の住所、氏名及

び連絡先 

 

注１ １欄は、宅地造成及び特定盛土等規制法第１２条第１項又は第３０第１項の規定

による許可を受けた者が記入すること。 

２ ２欄は、宅地造成及び特定盛土等規制法第１５条第１項又は第３４条第１項の規

定による協議が成立した者が記入すること。 

３ ３欄は、宅地造成及び特定盛土等規制法第２７条第１項の規定による届出をした

者が記入すること。 

４ ７欄の工事施行者が法人であるときは、当該法人の主たる事務所の所在地並びに

名称及び代表者の氏名を記入すること。 

５ ９欄は、代理人が手続をする場合に記入し、委任状を添付すること。 

第4号様式（第5条、第18条関係）



山
梨
県
公
報
号
外
　
　
第
十
一
号
　
　
令
和
七
年
三
月
二
十
八
日

一
五

第５号様式（第８条、第２０条関係） 

第 号  

年  月  日  

 

 

  山梨県知事 殿 

 

 

協議者 住所                

氏名             印  

 

 

宅地造成又は特定盛土等に関する工事の協議書 

 

宅地造成及び特定盛土等規制法（第１５条第１項・第３４条第１項）の規定により協議

します。 

 

１ 工事主の住所及び氏名  

２ 設計者の住所及び氏名  

３ 工事施行者の住所及び氏名  

４ 土地の所在地及び地番 

（代表地点の緯度及び経度） 

 

（緯度：    度    分     秒、 

経度：    度    分     秒） 

５ 土地の面積 ㎡ 

６ 工事着手前の土地利用の状況  

７ 工事完了後の土地利用  

８ 盛土のタイプ 平地盛土・腹付け盛土・谷埋め盛土 

９ 土地の地形 渓流等への該当 有・無 

１０ 

工 

事 

の 

概 

要 

イ 盛土又は切土の高さ ｍ 

ロ 盛土又は切土をする 

土地の面積 

㎡ 

ハ 盛土又は切土の土量 盛土 ㎥ 

 切土 ㎥ 

ニ 擁壁 番号 構造 高さ 延長 

   ｍ ｍ 

     

第5号様式（第8条、第20条関係）



山
梨
県
公
報
号
外
　
　
第
十
一
号
　
　
令
和
七
年
三
月
二
十
八
日

一
六

     

ホ 崖面崩壊防止施設 番号 種類 高さ 延長 

   ｍ ｍ 

     

     

ヘ 排水施設 番号 種類 内法寸法 延長 

   ｃｍ ｍ 

     

     

ト 崖面の保護の方法  

チ 崖面以外の地表面の

保護の方法 

 

リ 工事中の危害防止の

ための措置 

 

ヌ その他の措置  

ル 工事着手予定年月日    年  月  日 

ヲ 工事完了予定年月日    年  月  日 

ワ 工程の概要  

１１ その他必要な事項  

１２ 協議代理人の住所、氏名及

び連絡先 

 

注１ 協議書の括弧内は、いずれか該当するものに○印を付すこと。 

２ ２欄の設計者又は３欄の工事施行者が法人であるときは、氏名は、当該法人の名称

及び代表者の氏名を記入すること。 

３ ２欄は、資格を有する者の設計によらなければならない工事を含むときは、氏名の

横に○印を付すこと。 

４ ３欄は、未定のときは、後で定まってから工事着手前に届け出ること。 

５ ４欄は、代表地点の緯度及び経度を世界測地系に従って測量し、小数点以下第一位

まで記入すること。 

６ ８欄は、該当する盛土タイプに○印を付すこと（複数選択可）。 

７ ９欄は、渓流等（宅地造成及び特定盛土等規制法施行令第７条第２項第２号に規定

する土地をいう。）への該当の有無のいずれかに○印を付すこと。 

８ １１欄は、宅地造成又は特定盛土等に関する工事を施行することについて他の法

令による許可、認可等を要する場合においてのみ、その許可、認可等の手続の状況を

記入すること。 

９ １２欄は、代理人が手続をする場合に記入し、委任状を添付すること。 



山
梨
県
公
報
号
外
　
　
第
十
一
号
　
　
令
和
七
年
三
月
二
十
八
日

一
七

第６号様式（第８条、第２０条関係） 

第 号  

年  月  日  

 

 

  山梨県知事 殿 

 

 

協議者 住所                

氏名             印  

 

 

土石の堆積に関する工事の協議書 

 

宅地造成及び特定盛土等規制法（第１５条第１項・第３４条第１項）の規定により協議

します。 

 

１ 工事主の住所及び氏名  

２ 設計者の住所及び氏名  

３ 工事施行者の住所及び氏名  

４ 土地の所在地及び地番 

（代表地点の緯度及び経度） 

 

（緯度：  度   分   秒 

経度：  度   分   秒） 

５ 土地の面積 ㎡ 

６ 工事の目的  

７ 

工 

事 

の 

概 

要 

イ 土石の堆積の最大堆積高さ ｍ 

ロ 土石の堆積を行う土地の面積 ㎡ 

ハ 土石の堆積の最大堆積土量 ㎥ 

ニ 土石の堆積を行う土地の最大勾

配 
 

ホ 勾配が十分の一を超える土地に

おける堆積した土石の崩壊を防止

するための措置 

 

ヘ 土石の堆積を行う土地における

地盤の改良その他の必要な措置 

 

ト 空地の設置 番号 空地の幅 

 ｍ 

第6号様式（第8条、第20条関係）



山
梨
県
公
報
号
外
　
　
第
十
一
号
　
　
令
和
七
年
三
月
二
十
八
日

一
八

  

  

チ 雨水その他の地表水を有効に排

除する措置 

 

リ 堆積した土石の崩壊に伴う土砂

の流出を防止する措置 

 

ヌ 工事中の危害防止のための措置  

ル その他の措置  

ヲ 工事着手予定年月日    年  月  日 

ワ 工事完了予定年月日    年  月  日 

カ 工程の概要  

８ その他必要な事項  

９ 協議代理人の住所、氏名及び連絡先  

注１ 協議書の括弧内は、いずれか該当するものに○印を付すこと。 

２ ２欄の設計者又は３欄の工事施行者が法人であるときは、氏名は、当該法人の名称

及び代表者の氏名を記入すること。 

３ ３欄は、未定のときは、後で定まってから工事着手前に届け出ること。 

４ ４欄は、代表地点の緯度及び経度を世界測地系に従って測量し、小数点以下第一位

まで記入すること。 

５ ７欄リは、鋼矢板等を設置するときは、当該鋼矢板等についてそれぞれ番号、種類、

高さ及び延長を記入し、それ以外の措置を講ずるときは、措置の内容を記入すること。 

６ ８欄は、土石の堆積に関する工事を施行することについて他の法令による許可、認

可等を要する場合においてのみ、その許可、認可等の手続の状況を記入すること。 

７ ９欄は、代理人が手続をする場合に記入し、委任状を添付すること。 

 

 

  



山
梨
県
公
報
号
外
　
　
第
十
一
号
　
　
令
和
七
年
三
月
二
十
八
日

一
九

第７号様式（第９条、第２１条関係） 

年  月  日  

 

 

  山梨県知事 殿 

 

 

届出者 住所                

氏名             印  

（法人にあっては、主たる事務所の  

所在地、名称及び代表者の氏名）  

 

 

宅地造成等に関する工事の変更届出書 

 

宅地造成及び特定盛土等規制法（第１６条第２項・第３５条第２項）の規定により、宅

地造成等に関する工事の変更について次のとおり届け出ます。 

 

１ 許可年月日及び許可番号    年  月  日 山梨県指令  第   号 

２ 協議同意年月日及び番号    年  月  日 第   号 

３ 変更する事項  

４ 変更の理由  

５ 届出代理人の住所、氏名及

び連絡先 

 

注１ 届出書の括弧内は、いずれか該当するものに○印を付すこと。 

２ １欄及び２欄は、いずれか該当するものに記入すること。 

３ 許可証又は協議同意通知書の写しを添付すること。また、これまでに変更の許可の

申請、変更の協議、変更の届出等の手続を行っている場合は、その許可証、協議同意

通知書、変更届出書等の写しも添付すること。 

４ ５欄は、代理人が手続をする場合に記入し、委任状を添付すること。 

 

 

  

第7号様式（第9条、第21条関係）



山
梨
県
公
報
号
外
　
　
第
十
一
号
　
　
令
和
七
年
三
月
二
十
八
日

二
〇

第８号様式（第１０条、第２２条関係） 

第 号  

年  月  日  

 

 

  山梨県知事 殿 

 

 

協議者 住所                

氏名             印  

 

 

宅地造成又は特定盛土等に関する工事の変更協議書 

 

宅地造成及び特定盛土等規制法（第１６条第３項・第３５条第３項）の規定により変更

協議します。 

 

１ 工事主の住所及び氏名  

２ 設計者の住所及び氏名  

３ 工事施行者の住所及び氏名  

４ 土地の所在地及び地番 

（代表地点の緯度及び経度） 

 

（緯度：    度    分     秒、 

経度：    度    分     秒） 

５ 土地の面積 ㎡ 

６ 工事着手前の土地利用の状況  

７ 工事完了後の土地利用  

８ 盛土のタイプ 平地盛土・腹付け盛土・谷埋め盛土 

９ 土地の地形 渓流等への該当 有・無 

１０ 

工 

事 

の 

概 

要 

イ 盛土又は切土の高さ ｍ 

ロ 盛土又は切土をする 

土地の面積 

㎡ 

ハ 盛土又は切土の土量 盛土 ㎥ 

 切土 ㎥ 

ニ 擁壁 番号 構造 高さ 延長 

   ｍ ｍ 

     

第8号様式（第10条、第22条関係）



山
梨
県
公
報
号
外
　
　
第
十
一
号
　
　
令
和
七
年
三
月
二
十
八
日

二
一

     

ホ 崖面崩壊防止施設 番号 種類 高さ 延長 

   ｍ ｍ 

     

     

ヘ 排水施設 番号 種類 内法寸法 延長 

   ｃｍ ｍ 

     

     

ト 崖面の保護の方法  

チ 崖面以外の地表面の

保護の方法 

 

リ 工事中の危害防止の

ための措置 

 

ヌ その他の措置  

ル 工事着手予定年月日    年  月  日 

ヲ 工事完了予定年月日    年  月  日 

ワ 工程の概要  

１１ その他必要な事項  

１２ 変更の理由  

１３ 協議同意番号 第    号 

１４ 協議代理人の住所、氏名及

び連絡先 

 

注１ 協議書の括弧内は、いずれか該当するものに○印を付すこと。 

２ ２欄の設計者又は３欄の工事施行者が法人であるときは、氏名は、当該法人の名称

及び代表者の氏名を記入すること。 

３ ２欄は、資格を有する者の設計によらなければならない工事を含むときは、氏名の

横に○印を付すこと。 

４ ３欄は、未定のときは、後で定まってから工事着手前に届け出ること。 

５ ４欄は、代表地点の緯度及び経度を世界測地系に従って測量し、小数点以下第一位

まで記入すること。 

６ ８欄は、該当する盛土タイプに○印を付すこと（複数選択可）。 

７ ９欄は、渓流等（宅地造成及び特定盛土等規制法施行令第７条第２項第２号に規定

する土地をいう。）への該当の有無のいずれかに○印を付すこと。 

８ １１欄は、宅地造成又は特定盛土等に関する工事を施行することについて他の法

令による許可、認可等を要する場合においてのみ、その許可、認可等の手続の状況を

記入すること。 

９ １４欄は、代理人が手続をする場合に記入し、委任状を添付すること。 



山
梨
県
公
報
号
外
　
　
第
十
一
号
　
　
令
和
七
年
三
月
二
十
八
日

二
二

第９号様式（第１０条、第２２条関係） 

第 号  

年  月  日  

 

 

  山梨県知事 殿 

 

 

協議者 住所                

氏名             印  

 

 

土石の堆積に関する工事の変更協議書 

 

宅地造成及び特定盛土等規制法（第１６条第３項・第３５条第３項）の規定により変更

協議します。 

 

１ 工事主の住所及び氏名  

２ 設計者の住所及び氏名  

３ 工事施行者の住所及び氏名  

４ 土地の所在地及び地番 

（代表地点の緯度及び経度） 

 

（緯度：  度   分   秒 

経度：  度   分   秒） 

５ 土地の面積 ㎡ 

６ 工事の目的  

７ 

工 

事 

の 

概 

要 

イ 土石の堆積の最大堆積高さ ｍ 

ロ 土石の堆積を行う土地の面積 ㎡ 

ハ 土石の堆積の最大堆積土量 ㎥ 

ニ 土石の堆積を行う土地の最大勾

配 
 

ホ 勾配が十分の一を超える土地に

おける堆積した土石の崩壊を防止

するための措置 

 

ヘ 土石の堆積を行う土地における

地盤の改良その他の必要な措置 

 

ト 空地の設置 番号 空地の幅 

 ｍ 

第9号様式（第10条、第22条関係）



山
梨
県
公
報
号
外
　
　
第
十
一
号
　
　
令
和
七
年
三
月
二
十
八
日

二
三

  

  

チ 雨水その他の地表水を有効に排

除する措置 

 

リ 堆積した土石の崩壊に伴う土砂

の流出を防止する措置 

 

ヌ 工事中の危害防止のための措置  

ル その他の措置  

ヲ 工事着手予定年月日    年  月  日 

ワ 工事完了予定年月日    年  月  日 

カ 工程の概要  

８ その他必要な事項  

９ 変更の理由  

１０ 協議同意番号 第    号 

１１ 協議代理人の住所、氏名及び連絡先  

注１ 協議書の括弧内は、いずれか該当するものに○印を付すこと。 

２ ２欄の設計者又は３欄の工事施行者が法人であるときは、氏名は、当該法人の名称

及び代表者の氏名を記入すること。 

３ ３欄は、未定のときは、後で定まってから工事着手前に届け出ること。 

４ ４欄は、代表地点の緯度及び経度を世界測地系に従って測量し、小数点以下第一位

まで記入すること。 

５ ７欄リは、鋼矢板等を設置するときは、当該鋼矢板等についてそれぞれ番号、種類、

高さ及び延長を記入し、それ以外の措置を講ずるときは、措置の内容を記入すること。 

６ ８欄は、土石の堆積に関する工事を施行することについて他の法令による許可、認

可等を要する場合においてのみ、その許可、認可等の手続の状況を記入すること。 

７ １１欄は、代理人が手続をする場合に記入し、委任状を添付すること。 

 

 

  



山
梨
県
公
報
号
外
　
　
第
十
一
号
　
　
令
和
七
年
三
月
二
十
八
日

二
四

第１０号様式（第１２条、第２４条関係） 

年  月  日  

 

 

  山梨県知事 殿 

 

 

届出者 住所                

氏名             印  

（法人にあっては、主たる事務所の  

所在地、名称及び代表者の氏名）  

 

 

宅地造成等に関する届出工事の変更届出書 

 

宅地造成及び特定盛土等規制法（第２１条第１項・第４０条第１項）の規定により届け

出た宅地造成等に関する工事を次のとおり変更したいので、届け出ます。 

 

１ 届出年月日    年  月  日 

２ 工事をしている土地の所在地及び地番  

３ 工事をしている土地の面積 ㎡ 

４ 変更する事項  

５ 変更の理由  

６ 届出代理人の住所、氏名及び連絡先  

注１ 届出書の括弧内は、いずれか該当するものに○印を付すこと。 

２ １欄は、宅地造成及び特定盛土等規制法第２１条第１項又は第４０条第１項の規

定による届出をした年月日を記入すること。 

３ ６欄は、代理人が手続をする場合に記入し、委任状を添付すること。 

 

 

  

第10号様式（第12条、第24条関係）



山
梨
県
公
報
号
外
　
　
第
十
一
号
　
　
令
和
七
年
三
月
二
十
八
日

二
五

第１１号様式（第１２条、第２４条関係） 

年  月  日  

 

 

  山梨県知事 殿 

 

 

届出者 住所                

氏名             印  

（法人にあっては、主たる事務所の  

所在地、名称及び代表者の氏名）  

 

 

擁壁等に関する工事の変更届出書 

 

宅地造成及び特定盛土等規制法（第２１条第３項・第４０条第３項）の規定により届け

出た擁壁等に関する工事を次のとおり変更したいので、届け出ます。 

 

１ 届出年月日    年  月  日 

２ 工事をしている土地の所在地及び地番  

３ 行おうとする工事の種類及び内容  

４ 変更する事項  

５ 変更の理由  

６ 届出代理人の住所、氏名及び連絡先  

注１ 届出書の括弧内は、いずれか該当するものに○印を付すこと。 

２ １欄は、宅地造成及び特定盛土等規制法第２１条第３項又は第４０条第３項の規

定による届出をした年月日を記入すること。 

３ ６欄は、代理人が手続をする場合に記入し、委任状を添付すること。 

 

 

  

第11号様式（第12条、第24条関係）



山
梨
県
公
報
号
外
　
　
第
十
一
号
　
　
令
和
七
年
三
月
二
十
八
日

二
六

第１２号様式（第１３条、第２５条関係） 

年  月  日  

 

 

  山梨県知事 殿 

 

 

届出者 住所                

氏名             印  

（法人にあっては、主たる事務所の  

所在地、名称及び代表者の氏名）  

 

 

宅地造成等に関する工事の休止等届出書 

 

宅地造成等に関する工事を次のとおり（休止・再開・廃止）したいので、届け出ます。 

 

１ 許可年月日及び許可番号    年  月  日 山梨県指令  第   号 

２ 協議同意年月日及び番号    年  月  日 第   号 

３ 届出年月日    年  月  日 

４ 土地の所在地及び地番  

５ 休止、再開又は廃止の理由  

６ 工事の進捗の状況及び防

災措置 

 

７ 届出代理人の住所、氏名及

び連絡先 

 

注１ 届出書の括弧内は、いずれか該当するものに○を付すこと。 

２ １欄は、宅地造成及び特定盛土等規制法第１２条第１項又は第３０第１項の規定

による許可を受けた者が記入すること。 

３ ２欄は、宅地造成及び特定盛土等規制法第１５条第１項又は第３４条第１項の規

定による協議が成立した者が記入すること。 

４ ３欄は、宅地造成及び特定盛土等規制法第２１条第１項若しくは第３項、第２７条

第１項又は第４０条第１項若しくは第３項の規定による届出をした者が記入するこ

と。 

５ ７欄は、代理人が手続をする場合に記入し、委任状を添付すること。 

 

 

 

  

第12号様式（第13条、第25条関係）



山
梨
県
公
報
号
外
　
　
第
十
一
号
　
　
令
和
七
年
三
月
二
十
八
日

二
七

第１３号様式（第１５条、第２７条関係） 

年  月  日  

 

 

  山梨県知事 殿 

 

 

報告者 住所                

氏名             印  

（法人にあっては、主たる事務所の  

所在地、名称及び代表者の氏名）  

 

 

宅地造成又は特定盛土等に関する工事の定期報告書 

 

宅地造成及び特定盛土等規制法（第１９条第１項・第３８条第１項）の規定により、宅

地造成又は特定盛土等に関する工事について、次のとおり報告します。 

 

１ 工事主の住所及び氏名  

２ 工事が施行される土地の

所在地 

 

３ 許可年月日及び許可番号    年  月  日 山梨県指令  第   号 

４ 協議同意年月日及び番号    年  月  日 第   号 

５ 報告年月日 第１回目 第２回目 第３回目 第４回目 

年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日 

６ 報告の時点における盛土

又は切土の高さ 

ｍ ｍ ｍ ｍ 

７ 報告の時点における盛土

又は切土の面積 

㎡ ㎡ ㎡ ㎡ 

８ 報告の時点における盛土

又は切土の土量 

㎥ ㎥ ㎥ ㎥ 

９ 報告の時点における擁壁

等に関する工事の施行状況 

    

１０ 擁壁を設置するための

床掘りを完了したときの

状況 

    

１１ 鉄筋コンクリート擁壁

の基礎配筋を完了したと

きの状況 

    

第13号様式（第15条、第27条関係）



山
梨
県
公
報
号
外
　
　
第
十
一
号
　
　
令
和
七
年
三
月
二
十
八
日

二
八

１２ 地下に埋設する集水

管、暗渠
きょ

、管渠
きょ

等の配置

を完了したときの状況 

    

１３ 報告代理人の住所、氏

名及び連絡先 
    

注１ 報告書の括弧内は、いずれか該当するものに○印を付すこと。 

２ 第５回目以降の報告を行う場合は、表を追加して使用すること。 

３ １欄の工事主が法人であるときは、当該法人の主たる事務所の所在地、名称及び代

表者の氏名を記入すること。 

４ ３欄及び４欄は、いずれか該当するものに記入すること。 

５ 報告の時点における盛土又は切土をしている土地及びその付近の状況並びに９欄

から１２欄までの状況を明らかにする写真その他の書類を添付すること。 

６ １３欄は、代理人が手続をする場合に記入し、委任状を添付すること。 

 

 

 

  



山
梨
県
公
報
号
外
　
　
第
十
一
号
　
　
令
和
七
年
三
月
二
十
八
日

二
九

第１４号様式（第１５条、第２７条関係） 

年  月  日  

 

 

  山梨県知事 殿 

 

 

報告者 住所                

氏名             印  

（法人にあっては、主たる事務所の  

所在地、名称及び代表者の氏名）  

 

 

土石の堆積に関する工事の定期報告書 

 

宅地造成及び特定盛土等規制法（第１９条第１項・第３８条第１項）の規定により、土

石の堆積に関する工事について、次のとおり報告します。 

 

１ 工事主の住所及び氏名  

２ 工事が施行される土地の

所在地 

 

３ 許可年月日及び許可番号    年  月  日 山梨県指令  第   号 

４ 協議同意年月日及び番号    年  月  日 第   号 

５ 報告年月日 第１回目 第２回目 第３回目 第４回目 

年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日 

６ 報告の時点における土石

の堆積高さ 

ｍ ｍ ｍ ｍ 

７ 報告の時点における土石

の堆積の面積 

㎡ ㎡ ㎡ ㎡ 

８ 報告の時点における堆積

されている土石の土量 

㎥ ㎥ ㎥ ㎥ 

９ 前回の報告の時点から新

たに堆積された土石の土量

及び除却された土石の土量 

㎥ ㎥ ㎥ ㎥ 

１０ 地下に埋設する集水

管、暗渠
きょ

、管渠
きょ

等の配置

を完了したときの状況 

    

１１ 報告代理人の住所、氏

名及び連絡先 
    

第14号様式（第15条、第27条関係）



山
梨
県
公
報
号
外
　
　
第
十
一
号
　
　
令
和
七
年
三
月
二
十
八
日

三
〇

注１ 報告書の括弧内は、いずれか該当するものに○印を付すこと。 

２ 第５回目以降の報告を行う場合は、表を追加して使用すること。 

３ １欄の工事主が法人であるときは、当該法人の主たる事務所の所在地、名称及び代

表者の氏名を記入すること。 

４ ３欄及び４欄は、いずれか該当するものに記入すること。 

５ 報告の時点における土石の堆積を行っている土地の状況（堆積する土石の高さ、確

保すべき空地、地表水を排除する措置の状況、柵等の設置状況等）及びその付近の状

況並びに１０欄の状況を明らかにする写真その他の書類を添付すること。 

６ １１欄は、代理人が手続をする場合に記入し、委任状を添付すること。 

 

 

 

  



山
梨
県
公
報
号
外
　
　
第
十
一
号
　
　
令
和
七
年
三
月
二
十
八
日

三
一

第１５号様式（第１６条、第２８条関係） 

年  月  日  

 

 

  山梨県知事 殿 

 

 

届出者 住所                

氏名             印  

（法人にあっては、主たる事務所の  

所在地、名称及び代表者の氏名）  

 

 

宅地造成等に関する届出工事の完了届出書 

 

宅地造成及び特定盛土等規制法（第２１条第１項・第２１条第３項・第２７条第１項・

第４０条第１項・第４０条第３項）の規定により届け出た宅地造成等に関する工事が次の

とおり完了したので、届け出ます。 

 

１ 届出年月日    年  月  日 

２ 工事をした土地の所在地及び地番  

３ 工事施行者の住所及び氏名  

４ 工事完了年月日    年  月  日 

５ 届出代理人の住所、氏名及び連絡先  

注１ 届出書の括弧内は、いずれか該当するものに○印を付すこと。 

２ １欄は、宅地造成及び特定盛土等規制法第２１条第１項若しくは第３項、第２７条

第１項又は第４０条第１項若しくは第３項の規定による届出をした年月日を記入す

ること。 

３ ３欄の工事施行者が法人であるときは、当該法人の主たる事務所の所在地並びに

名称及び代表者の氏名を記入すること。 

４ ５欄は、代理人が手続をする場合に記入し、委任状を添付すること。 

 

 

 

  

第15号様式（第16条、第28条関係）



山
梨
県
公
報
号
外
　
　
第
十
一
号
　
　
令
和
七
年
三
月
二
十
八
日

三
二

第１６号様式（第２９条関係） 

 

宅地造成等に関する証明書交付申請書 

 

宅地造成及び特定盛土等規制法施行規則第８８条の規定により、宅地造成等に関

する証明書の交付を申請します。 

年  月  日  

  山梨県知事 殿 

 

 

申請者 住所                

氏名             印  

（法人にあっては、主たる事務所の  

所在地、名称及び代表者の氏名）  

１ 建築（建設）敷地

の所在地及び地番 

 

２ 該当条項 宅地造成及び特定盛土等規制法 □ 第１２条第１項 

□ 第１６条第１項 

□ 第３０条第１項 

□ 第３５条第１項 

３ 建築（建設）計画

の概要 

宅地造成等 有・無 盛土又は切土の面積 ㎡ 

用途  敷地面積 ㎡ 

工事の種別 直営・請負 建築面積 ㎡ 

 延べ床面積 ㎡ 

４ その他の事項  

５ 申請代理人の住

所、氏名及び連絡

先 

 

 

※ 上記の建築（建設）計画については、宅地造成及び特定盛土等規制法 

   の規定に適合することを証明します。 

     年  月  日 

山梨県知事          印  

注１ ※のある欄は、記入しないこと。 

２ ２欄の□については、該当するものにレを付すこと。 

３ ５欄は、代理人が手続をする場合に記入し、委任状を添付すること。 

 

 

第16号様式（第29条関係）



山
梨
県
公
報
号
外
　
　
第
十
一
号
　
　
令
和
七
年
三
月
二
十
八
日

三
三

な
事
項
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。

（
定
義
）

第
二
条
　
こ
の
規
則
に
お
い
て
使
用
す
る
用
語
は
、
特
段
の
定
め
が
あ
る
場
合
を
除
く
ほ
か
、
法
、
省

令
及
び
条
例
に
お
い
て
使
用
す
る
用
語
の
例
に
よ
る
。

（
計
画
説
明
書
）　

第
三
条
　
省
令
第
十
六
条
第
二
項
の
計
画
説
明
書
は
、
雨
水
浸
透
阻
害
行
為
に
関
す
る
工
事
及
び
対
策

工
事
の
計
画
説
明
書
（
第
一
号
様
式
）
に
よ
る
も
の
と
す
る
。　

2　

前
項
の
雨
水
浸
透
阻
害
行
為
に
関
す
る
工
事
及
び
対
策
工
事
の
計
画
説
明
書
に
は
、
雨
水
浸
透
阻

害
行
為
に
関
す
る
工
事
及
び
対
策
工
事
の
工
程
表
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
雨
水
浸
透
阻
害
行
為
協
議
書
の
添
付
図
書
）　

第
四
条
　
省
令
第
十
六
条
第
一
項
の
雨
水
浸
透
阻
害
行
為
協
議
書
に
は
、
省
令
第
十
八
条
第
一
項
各
号

に
掲
げ
る
図
書
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
雨
水
浸
透
阻
害
行
為
の
許
可
の
変
更
の
申
請
等
）　

第
五
条
　
法
第
三
十
七
条
第
二
項
の
申
請
書
は
、
雨
水
浸
透
阻
害
行
為
変
更
許
可
申
請
（
協
議
）
書

（
第
二
号
様
式
）
に
よ
る
も
の
と
す
る
。　

2　

法
第
三
十
七
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
は
、
雨
水
浸
透
阻
害
行
為
変
更
届
出
書
（
第
三
号
様

式
）
に
よ
り
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。　

3　

法
第
三
十
七
条
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
三
十
五
条
の
協
議
は
、
雨
水
浸
透
阻
害
行
為
変

更
許
可
申
請
（
協
議
）
書
（
第
二
号
様
式
）
に
よ
り
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。　

4　

第
一
項
及
び
前
項
の
雨
水
浸
透
阻
害
行
為
変
更
許
可
申
請
（
協
議
）
書
に
は
、
省
令
第
十
八
条
第

一
項
各
号
に
掲
げ
る
図
書
の
う
ち
法
第
三
十
一
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
の
変
更
（
法
第
三
十

七
条
第
一
項
た
だ
し
書
に
該
当
す
る
も
の
を
除
く
。
）
に
伴
い
そ
の
内
容
が
変
更
さ
れ
る
も
の
を
添

付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

5　

省
令
第
十
八
条
第
二
項
及
び
第
三
項
の
規
定
は
、
前
項
に
規
定
す
る
図
書
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

（
雨
水
浸
透
阻
害
行
為
に
関
す
る
工
事
の
着
手
の
届
出
）　

第
六
条
　
法
第
三
十
条
の
許
可
を
受
け
た
者
は
、
当
該
許
可
に
係
る
雨
水
浸
透
阻
害
行
為
に
関
す
る
工

事
に
着
手
し
た
と
き
は
、
速
や
か
に
、
雨
水
浸
透
阻
害
行
為
に
関
す
る
工
事
着
手
届
出
書
（
第
四
号

様
式
）
に
よ
り
知
事
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
工
程
の
終
了
の
報
告
）　

第
七
条
　
法
第
三
十
条
の
許
可
を
受
け
た
者
は
、
当
該
許
可
に
係
る
雨
水
浸
透
阻
害
行
為
に
関
す
る
工

事
が
次
に
掲
げ
る
工
程
を
含
む
場
合
に
お
い
て
、
当
該
工
程
に
係
る
工
事
を
終
了
す
る
と
き
は
、
そ

の
終
了
の
日
の
三
日
前
ま
で
に
、
そ
の
旨
を
知
事
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。　

一　

地
下
構
造
を
有
す
る
雨
水
貯
留
浸
透
施
設
の
設
置　

二　

前
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
あ
ら
か
じ
め
知
事
が
指
定
す
る
工
程

山
梨
県
規
則
第
八
号

山
梨
県
立
ス
タ
ー
ト
ア
ッ
プ
支
援
セ
ン
タ
ー
設
置
及
び
管
理
条
例
施
行
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め

る
。

令
和
七
年
三
月
二
十
八
日

山
梨
県
知
事　
　

長　
　

崎　
　

幸 

太 

郎

山
梨
県
立
ス
タ
ー
ト
ア
ッ
プ
支
援
セ
ン
タ
ー
設
置
及
び
管
理
条
例
施
行
規
則

（
趣
旨
）

第
一
条
　
こ
の
規
則
は
、
山
梨
県
立
ス
タ
ー
ト
ア
ッ
プ
支
援
セ
ン
タ
ー
設
置
及
び
管
理
条
例
（
令
和
七

年
山
梨
県
条
例
第
十
一
号
。
以
下
「
条
例
」
と
い
う
。
）
の
施
行
に
関
し
必
要
な
事
項
を
定
め
る
も

の
と
す
る
。

（
使
用
料
の
加
算
の
対
象
と
な
る
行
為
）

第
二
条
　
条
例
別
表
第
二
号
の
表
備
考
の
規
則
で
定
め
る
行
為
は
、
次
に
掲
げ
る
行
為
と
す
る
。

一　

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
（
平
成
十
年
法
律
第
七
号
）
又
は
一
般
社
団
法
人
及
び
一
般
財
団
法

人
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
八
年
法
律
第
四
十
八
号
）
の
規
定
に
基
づ
き
コ
ワ
ー
キ
ン
グ
ス
ペ
ー

ス
の
所
在
地
を
住
所
と
す
る
法
人
の
設
立
又
は
住
所
の
変
更
の
登
記
を
す
る
こ
と
。

二　

コ
ワ
ー
キ
ン
グ
ス
ペ
ー
ス
の
所
在
地
を
郵
便
物
若
し
く
は
民
間
事
業
者
に
よ
る
信
書
の
送
達
に

関
す
る
法
律
（
平
成
十
四
年
法
律
第
九
十
九
号
）
第
二
条
第
三
項
に
規
定
す
る
信
書
便
物
の
宛
先

又
は
官
庁
、
公
署
そ
の
他
の
者
に
提
出
す
る
書
類
に
お
い
て
住
所
と
す
る
こ
と
。

三　

前
二
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
こ
れ
ら
に
類
す
る
も
の
と
し
て
知
事
が
認
め
る
行
為

附

則

こ
の
規
則
は
、
条
例
の
施
行
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

山
梨
県
規
則
第
九
号

山
梨
県
特
定
都
市
河
川
浸
水
被
害
対
策
法
施
行
細
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
七
年
三
月
二
十
八
日

山
梨
県
知
事　
　

長　
　

崎　
　

幸
太
郎

山
梨
県
特
定
都
市
河
川
浸
水
被
害
対
策
法
施
行
細
則

（
趣
旨
）　

第
一
条
　
こ
の
規
則
は
、
特
定
都
市
河
川
浸
水
被
害
対
策
法
（
平
成
十
五
年
法
律
第
七
十
七
号
。
以
下

「
法
」
と
い
う
。
）
、
特
定
都
市
河
川
浸
水
被
害
対
策
法
施
行
令
（
平
成
十
六
年
政
令
第
百
六
十
八

号
）
、
特
定
都
市
河
川
浸
水
被
害
対
策
法
施
行
規
則
（
平
成
十
六
年
国
土
交
通
省
令
第
六
十
四
号
。

以
下
「
省
令
」
と
い
う
。
）
及
び
山
梨
県
雨
水
貯
留
浸
透
施
設
等
の
標
識
の
設
置
に
関
す
る
条
例

（
令
和
七
年
山
梨
県
条
例
第
十
二
号
。
次
条
に
お
い
て
「
条
例
」
と
い
う
。
）
の
施
行
に
関
し
必
要



山
梨
県
公
報
号
外
　
　
第
十
一
号
　
　
令
和
七
年
三
月
二
十
八
日

三
四

（
雨
水
浸
透
阻
害
行
為
に
関
す
る
工
事
完
了
届
出
書
の
添
付
図
書
）

第
八
条
　
省
令
第
二
十
六
条
第
一
項
の
雨
水
浸
透
阻
害
行
為
に
関
す
る
工
事
完
了
届
出
書
に
は
、
次
に

掲
げ
る
図
書
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。　

一　

設
置
し
た
雨
水
貯
留
浸
透
施
設
の
位
置
及
び
形
状
を
明
ら
か
に
し
た
図
面
（
縮
尺
二
千
五
百
分

の
一
以
上
の
も
の
に
限
る
。
）　

二　

雨
水
貯
留
浸
透
施
設
の
構
造
詳
細
図
（
縮
尺
五
百
分
の
一
以
上
の
も
の
に
限
る
。
）

三　

前
二
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
知
事
が
必
要
と
認
め
る
図
書

（
雨
水
浸
透
阻
害
行
為
に
関
す
る
工
事
廃
止
届
出
書
の
添
付
図
書
）　

第
九
条
　
省
令
第
二
十
六
条
第
二
項
の
雨
水
浸
透
阻
害
行
為
に
関
す
る
工
事
廃
止
届
出
書
に
は
、
次
に

掲
げ
る
図
書
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。　

一　

廃
止
の
理
由
及
び
廃
止
に
伴
う
措
置
を
記
載
し
た
書
類　

二　

雨
水
浸
透
阻
害
行
為
に
関
す
る
工
事
に
着
手
し
て
い
た
場
合
に
あ
っ
て
は
、
廃
止
時
の
当
該
土

地
の
現
況
地
形
図
（
縮
尺
二
千
五
百
分
の
一
以
上
の
も
の
に
限
る
。
）

（
検
査
済
証
の
交
付
）　

第
十
条
　
知
事
は
、
法
第
三
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
検
査
の
結
果
、
当
該
雨
水
浸
透
阻
害
行
為

に
関
す
る
工
事
が
法
第
三
十
二
条
の
政
令
で
定
め
る
技
術
的
基
準
に
適
合
す
る
と
認
め
た
と
き
は
、

雨
水
浸
透
阻
害
行
為
に
関
す
る
工
事
の
検
査
済
証
（
第
五
号
様
式
）
を
法
第
三
十
条
の
許
可
を
受
け

た
者
に
交
付
す
る
も
の
と
す
る
。

（
標
識
の
様
式
）　

第
十
一
条
　
次
の
各
号
に
掲
げ
る
標
識
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
様
式
に
よ
る
も
の
と
す
る
。　

一　

法
第
三
十
八
条
第
三
項
の
標
識　

第
六
号
様
式　

二　

法
第
四
十
一
条
第
三
項
の
標
識　

第
七
号
様
式　

三　

法
第
四
十
五
条
第
一
項
の
標
識　

第
八
号
様
式　

四　

法
第
五
十
四
条
第
一
項
の
標
識　

第
九
号
様
式　

（
身
分
証
明
書
）　

第
十
二
条
　
法
第
四
十
二
条
第
二
項
及
び
第
七
十
四
条
第
二
項
の
証
明
書
は
、
身
分
証
明
書
（
第
十
号

様
式
）
に
よ
る
も
の
と
し
、
法
第
七
十
七
条
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
七
十
四
条
第
二
項
の

証
明
書
は
、
身
分
証
明
書
（
第
十
一
号
様
式
）
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

（
書
類
の
提
出
部
数
）　

第
十
三
条
　
法
、
省
令
及
び
こ
の
規
則
の
規
定
に
よ
り
知
事
に
提
出
す
る
書
類
の
部
数
は
、
知
事
が
別

に
定
め
る
も
の
と
す
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
七
年
九
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。



山
梨
県
公
報
号
外
　
　
第
十
一
号
　
　
令
和
七
年
三
月
二
十
八
日

三
五

第1号様式（第3条関係）第１号様式（第３条関係） 

備考 その他の欄は、雨水浸透阻害行為に関する工事又は対策工事に伴い道路を設ける場合に、当該道路の名称、管理者（帰属先）等を 
記載すること。 

雨水浸透阻害行為に関する工事及び対策工事の計画説明書 

設計者 

（法人の場

合は、主た

る事務所の

所在地、名

称及び代表

者の氏名） 

住所 郵便番号         電話番号 

氏名  

雨水浸透阻害行為

の区域に含まれる

地域の名称 

  

雨水浸透阻害行為

に関する工事及び

対策工事の計画の

方針 

  

行為区域（対策工

事に係る雨水貯留

浸透施設の集水区

域が行為区域の範

囲を超えるとき

は、当該超える区

域を含む。）内の

土地の現況 

宅地 池沼 水路 ため池 道路 
（のり面有）

道路 
（のり面有）

鉄道線路 
（のり面有） 

鉄道線路 
（のり面有）

飛行場 
（のり面有）

飛行場 
（のり面有）

 ｍ２  ｍ２  ｍ２  ｍ２  ｍ２  ｍ２  ｍ２  ｍ２  ｍ２  ｍ２ 

舗装され

た土地 

（のり面 
を除く。）

舗装され

た土地 

（のり面 
を除く。）

ゴルフ場 運動場 締め固め

ら れ た

土地 

山地 植生に覆

わ れ た

のり面 

林地・耕

地・原野

その他 

合計 

 ｍ２  ｍ２  ｍ２  ｍ２  ｍ２  ｍ２  ｍ２  ｍ２  ｍ２ 

行為区域（対策工

事に係る雨水貯留

浸透施設の集水区

域が行為区域の範

囲を超えるとき

は、当該超える区

域を含む。）内の

土地利用計画 

宅地 池沼 水路 ため池 道路 
（のり面有）

道路 
（のり面有）

鉄道線路 
（のり面有） 

鉄道線路 
（のり面有）

飛行場 
（のり面有）

飛行場 
（のり面有）

 ｍ２  ｍ２  ｍ２  ｍ２  ｍ２  ｍ２  ｍ２  ｍ２  ｍ２  ｍ２ 

舗装され

た土地 

（のり面 
を除く。）

舗装され

た土地 

（のり面 
を除く。）

ゴルフ場 運動場 締め固め

ら れ た

土地 

山地 植生に覆

わ れ た

のり面 

林地・耕

地・原野

その他 

合計 

 ｍ２  ｍ２  ｍ２  ｍ２  ｍ２  ｍ２  ｍ２  ｍ２  ｍ２ 

対策工事に係る雨

水貯留浸透施設の

計画 

行為前の流出係数   行為後の流出係数   

行為前の流出雨水量  ｍ３／秒 行為後の流出雨水量  ｍ３／秒 

雨水貯留浸透施設の計画 名称 容量又は規模及び構造 管理者（帰属先） 

      

      

その他   



山
梨
県
公
報
号
外
　
　
第
十
一
号
　
　
令
和
七
年
三
月
二
十
八
日

三
六

第２号様式（第５条関係） 

年  月  日  

山梨県知事 殿 

申請者（協議者） 住所 

                            氏名 

（法人にあっては、主たる事務所の
所在地、名称及び代表者の氏名） 

電話番号 

 

雨水浸透阻害行為変更許可申請（協議）書 

 

  特定都市河川浸水被害対策法（第３７条第１項・第３７条第４項において準用する法第３５

条）の規定により雨水浸透阻害行為（の許可を受けた・について協議が成立した）事項の変更に

ついて（許可を申請・協議）します。 

変
更
に
係
る
事
項 

１ 雨水浸透阻害行為の区域に含

まれる地域の名称 

 

２ 雨水浸透阻害行為区域の面積 ｍ２ 

３ 雨水浸透阻害行為に関する工

事の計画の概要 

 

４ 対策工事の計画の概要  

変更の理由  

雨 水 浸 透 阻 害 行 為 の 許 可 番 号 年  月  日 第    号 

伴
い
変
更
す
る
事
項 

工
事
の
計
画
の
変
更
に 

１ 雨水浸透阻害行為に関する工

事の着手予定年月日 

年  月  日 

２ 雨水浸透阻害行為に関する工

事の完了予定年月日 

年  月  日 

３ 対策工事の着手予定年月日 年  月  日 

４ 対策工事の完了予定年月日 年  月  日 

その他必要な事項  

※受付番号 年  月  日 第    号 

※変更の許可に付した条件  

※変更の許可番号 年  月  日 第    号 

備考 １ 申請（協議）書の括弧内は、いずれか該当するものに○印を付すこと。 

２ 変更に係る事項の欄及び工事の計画の変更に伴い変更する事項の欄は、変更をしようと

する事項について、変更後のものを記載すること。 

３ その他必要な事項の欄は、雨水浸透阻害行為の許可を受けた事項の変更を行うことにつ

いて、都市計画法、農地法その他の法令による許可、認可等を要する場合に、その手続の

状況を記載すること。 

４ ※印のある欄は、記載しないこと。 

第2号様式（第5条関係）



山
梨
県
公
報
号
外
　
　
第
十
一
号
　
　
令
和
七
年
三
月
二
十
八
日

三
七

第３号様式（第５条関係） 

年  月  日  

 

山梨県知事 殿 

 

届出者 住所 

                     氏名 

                     （法人にあっては、主たる事務所の 

所在地、名称及び代表者の氏名） 

電話番号 

 

雨水浸透阻害行為変更届出書 

 

特定都市河川浸水被害対策法第３７条第３項の規定により、雨水浸透阻害行為の

許可を受けた事項を変更しましたので、次のとおり届け出ます。 

 

雨水浸水阻害行為の許可の 
許可番号 年  月  日 第   号 

雨水浸透阻害行為の区域に含ま
れる地域の名称 

 

変
更
に
係
る
事
項 

雨水浸水阻害行為
に関する工事の着
手予定年月日 

変更後 年  月  日 

変更前 年  月  日 

雨水浸水阻害行為
に関する工事の完
了年月日 

変更後 年  月  日 

変更前 年  月  日 

対策工事の着手予
定年月日 

変更後 年  月  日 

変更前 年  月  日 

対策工事の完了予
定年月日 

変更後 年  月  日 

変更前 年  月  日 

変更の理由  

その他必要な事項  
 

 

第3号様式（第5条関係）



山
梨
県
公
報
号
外
　
　
第
十
一
号
　
　
令
和
七
年
三
月
二
十
八
日

三
八

第４号様式（第６条関係） 

年  月  日  

 

 山梨県知事 殿 

                  届出者 住所              

                      氏名 

                     （法人にあっては、主たる事務所の 

所在地、名称及び代表者の氏名） 

                      電話番号 

 

 

雨水浸透阻害行為に関する工事着手届出書 

 

 山梨県特定都市河川浸水被害対策法施行細則第６条の規定により、雨水浸透阻

害行為に関する工事（許可番号    年  月  日 第   号）につい

て、次のとおり着手しましたので届け出ます。 

 

 雨水浸透阻害行為に関する工事

の着手年月日 

年  月  日  

 対策工事の着手（予定）年月日 年  月  日  

 雨水浸透阻害行為の区域に含ま

れる地域の名称 

  

 工事施工者 

（法人にあって

は、主たる事務

所の所在地、名

称及び代表者の

氏名） 

住所   

 氏名   

 連絡場所 （電話番号           ）  

 現場管理者の 

氏名 

  

 

 

 

 

 

第4号様式（第6条関係）



山
梨
県
公
報
号
外
　
　
第
十
一
号
　
　
令
和
七
年
三
月
二
十
八
日

三
九

第５号様式 (第１０条関係) 

 

  第    号  

年  月  日  

 

殿 

 

 

山梨県知事 印  

 

 

雨水浸透阻害行為に関する工事の検査済証 

 

次の雨水浸透阻害行為に関する工事は、    年   月   日検査の結果、特定都市河川

浸水被害対策法第３２条の政令で定める技術的基準に適合していることを証明します。 

 

許可番号 年  月  日 第    号 

雨水浸透阻害行為の区域に

含まれる地域の名称 

 

許可を受けた

者（法人にあ

っては、主た

る事務所の所

在地、名称及

び代表者の氏

名） 

住所 

 

 

 

氏名  

 

 

第5号様式（第10条関係）



山
梨
県
公
報
号
外
　
　
第
十
一
号
　
　
令
和
七
年
三
月
二
十
八
日

四
〇

第6号様式（第11条関係）第６号様式（第１１条関係） 

 

 

 

備考 標識の大きさについては、これを設置する土地又は建築物等の規模等により、この様式に

より難い場合は「縦１５センチメートル、横３０センチメートル」又は知事が指定する大き

さとすることができる。 

 

 

雨水貯留浸透施設 

                          山梨県 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

この雨水貯留浸透施設は、特定都市河川浸水被害対策法第３０条の許可に 

係る工事により設置されたものです。 

施設の名称 

 

検査済証番号 

 

施設の容量（容量のないものにあっては、規模）及び構造の概要 

 

山梨県知事の許可を要する行為 

 

施設の管理者及びその連絡先 

 

標識の設置者及びその連絡先 

５
０
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
 

７０センチメートル 



山
梨
県
公
報
号
外
　
　
第
十
一
号
　
　
令
和
七
年
三
月
二
十
八
日

四
一

第７号様式 (第１１条関係) 

 

 

特定都市河川浸水被害対策法による命令 

(雨水浸透阻害行為に関するもの）の公示 

 

命令を受けた者の住所及び氏名 

(法人にあっては、主たる事務所の 

所在地、名称及び代表者の氏名） 

 

 

特定都市河川浸水被害対策法第４１条第１項の規定により、    年  月  日付け 

で                を命じた。 

 

 

年  月  日 

 

 

 

山梨県知事 印 

 

 

第7号様式（第11条関係）



山
梨
県
公
報
号
外
　
　
第
十
一
号
　
　
令
和
七
年
三
月
二
十
八
日

四
二

第8号様式（第11条関係）第８号様式（第１１条関係） 

 

 

 

備考 標識の大きさについては、これを設置する土地又は建築物等の規模等により、この様式に

より難い場合は「縦１５センチメートル、横３０センチメートル」又は知事が指定する大き

さとすることができる。 

保全調整池 

                          山梨県 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

この雨水貯留浸透施設は、特定都市河川浸水被害対策法第４４条第１項の 

許可に係る工事により設置されたものです。 

名称 

 

指定番号 

 

容量及び構造の概要 

 

山梨県知事への届出を要する行為 

 

管理者及びその連絡先 

 

標識の設置者及びその連絡先 

５
０

セ
ン

チ
メ

ー
ト

ル
 

７０センチメートル 



山
梨
県
公
報
号
外
　
　
第
十
一
号
　
　
令
和
七
年
三
月
二
十
八
日

四
三

第9号様式（第11条関係）第９号様式（第１１条関係） 

 

 

 

備考 標識の大きさについては、これを設置する土地又は建築物等の規模等により、この様式に

より難い場合は「縦１５センチメートル、横３０センチメートル」又は知事が指定する大き

さとすることができる。 

貯留機能保全区域 

                          山梨県 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

この雨水貯留浸透施設は、特定都市河川浸水被害対策法第５３条第１項の 

許可に係る工事により設置されたものです。 

名称 

 

指定番号 

 

位置 

 

管理者及びその連絡先 

 

標識の設置者及びその連絡先 ５
０

セ
ン

チ
メ

ー
ト

ル
 

７０センチメートル 



山
梨
県
公
報
号
外
　
　
第
十
一
号
　
　
令
和
七
年
三
月
二
十
八
日

四
四

第１０号様式（第１２条関係） 

 

(表) 

     

 

(裏) 

     

 

 

 

第   号  

身分証明書 

       

                 職名 

                 氏名 

                     年  月   日 生 

上記の者は、特定都市河川浸水被害対策法第４２条第１項及び第７

４条第１項の規定により立入検査をすることができる者であることを

証明する。 

交付年月日    年  月  日 

有効期限    年  月  日 

山梨県知事             印 

特定都市河川浸水被害対策法（抜粋） 

(立入検査） 

第４２条 都道府県知事等は、第３０条、第３７条第１項、第３８条第２項、第３９条第１項

又は前条第１項の規定による権限を行うために必要な限度において、その職員に、雨水浸透

阻害行為に係る土地（対策工事に係る建築物等を含む。）に立ち入り、当該土地、当該雨水浸

透阻害行為に関する工事若しくは当該対策工事の状況又は当該対策工事により設置された

施設を検査させることができる。 

２ 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求

があったときは、これを提示しなければならない。 

３ 第１項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはな

らない。 

(立入検査） 

第７４条 都道府県知事等は、第５７条第１項、第６２条第１項、第６３条第２項、第６４条、

第６６条、第７１条第１項又は前条第１項の規定による権限を行うために必要な限度におい

て、その職員に、当該土地若しくは建築物に立ち入り、当該土地若しくは建築物又は当該土

地若しくは建築物において行われている特定開発行為若しくは特定建築行為に関する工事

の状況を検査させることができる。 

２ 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関核者の請求

があったときは、これを提示しなければならない。 

３ 第 1 項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはなら

ない。 

第10号様式（第12条関係）



山
梨
県
公
報
号
外
　
　
第
十
一
号
　
　
令
和
七
年
三
月
二
十
八
日

四
五

第１１号様式（第１２条関係） 

 

(表) 

    

 

(裏) 

 
 

第   号  

身分証明書 

       

                 職名 

                 氏名 

                     年  月   日 生 

上記の者は、特定都市河川浸水被害対策法第７７条第１項の規定により

立入検査をすることができる者であることを証明する。 

 

交付年月日    年  月  日 

有効期限     年  月  日 

山梨県知事             印 

特定都市河川浸水被害対策法（抜粋） 

 
(立入検査） 

第７４条 （略） 

２ 前項の規定により立入検査をする職員は，その身分を示す証明書を携帯し，関係者の請求

があったときは，これを提示しなければならない。 

３ 第１項の規定による立入検査の権限は，犯罪捜査のために認められたものと解してはなら

ない。 

(測量又は調査のための土地の立入り等） 

第７７条 国土交通大臣，都道府県知事若しくは指定都市等の長又はその命じた者若しくは委

任した者は，第３条第３項（同条第５項において準用する場合を含む。）若しくは第４項の規

定による特定都市河川流域の規定又は第 4 4 条第１項の規定による保全調整池の指定に関す

る測量又は調査のためやむを得ない必要があるときは，他人の占有する土地に立ち入り，又

は特別の用途のない他人の土地を作業場として一時使用することができる。 

２～４ (略） 

５ 第７４条第２項の規定は，第１項の場合について準用する。 

６～１０ (略） 

 

第11号様式（第12条関係）



山
梨
県
公
報
号
外
　
　
第
十
一
号
　
　
令
和
七
年
三
月
二
十
八
日

四
六

に
、
「六　

自
然
公
園
等

」
を
「八　

自
然
公
園
等

」
に
、
「普

及
啓
発

」
を
「普

及
啓
発
に
関
す
る

事
務

」
に
、
「七　

他
人

」
を
「九　

他
人

」
に
、
「解

説

」
を
「解

説
に
関
す
る
事
務

」
に
、
「八

　
登
山

」
を
「十　
登
山

」
に
、
「関

す
る
啓
発

」
を
「関

す
る
啓
発
に
関
す
る
事
務

」
に
、
「九　

そ
の
他

」
を
「十
一　

そ
の
他

」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

山
梨
県
規
則
第
十
一
号

山
梨
県
職
員
旅
費
支
給
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
七
年
三
月
二
十
八
日

山
梨
県
知
事　
　

長　
　

崎　
　

幸 

太 

郎

山
梨
県
職
員
旅
費
支
給
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則　

山
梨
県
職
員
旅
費
支
給
規
則
（
昭
和
三
十
三
年
山
梨
県
規
則
第
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正

す
る
。

第
二
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

（
旅
行
命
令
の
変
更
を
受
け
た
場
合
等
に
お
け
る
旅
費
）

第
二
条
　
条
例
第
三
条
第
四
項
の
規
則
で
定
め
る
も
の
は
、
条
例
第
二
十
三
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り

旅
費
を
支
給
す
る
場
合
を
除
く
ほ
か
、
次
に
掲
げ
る
金
額
と
す
る
。

一　

鉄
道
賃
、
船
賃
、
航
空
賃
及
び
そ
の
他
の
交
通
費
（
家
族
移
転
費
の
う
ち
こ
れ
ら
に
相
当
す
る

部
分
を
含
む
。
）
に
つ
い
て
は
、
条
例
第
十
条
第
一
項
各
号
、
第
十
一
条
第
一
項
各
号
、
第
十
二

条
第
一
項
各
号
及
び
第
十
三
条
第
一
項
各
号
（
第
四
号
を
除
く
。
）
に
掲
げ
る
各
費
用
に
つ
い

て
、
当
該
各
条
及
び
条
例
第
六
条
の
規
定
に
よ
り
計
算
し
た
額
と
現
に
支
払
つ
た
額
で
所
要
の
払

戻
し
の
手
続
を
と
つ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
払
戻
し
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
額
又
は
所
要
の
取

消
し
の
手
続
を
と
つ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
な
お
支
払
う
必
要
が
あ
る
額
を
比
較
し
、
当
該
各
費
用

ご
と
の
い
ず
れ
か
少
な
い
額
の
合
計
額

二　

宿
泊
費
、
包
括
宿
泊
費
、
転
居
費
及
び
家
族
移
転
費
（
宿
泊
手
当
に
相
当
す
る
部
分
を
除

く
。
）
に
つ
い
て
は
、
当
該
各
種
目
に
つ
い
て
条
例
第
六
条
、
第
十
四
条
、
第
十
五
条
、
第
十
七

条
及
び
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
計
算
し
た
額
と
現
に
支
払
つ
た
額
で
所
要
の
払
戻
し
の

手
続
を
と
つ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
払
戻
し
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
額
又
は
所
要
の
取
消
し
の

手
続
を
と
つ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
な
お
支
払
う
必
要
が
あ
る
額
を
比
較
し
、
当
該
各
種
目
ご
と
の

い
ず
れ
か
少
な
い
額
の
合
計
額

三　

前
二
号
に
掲
げ
る
金
額
の
ほ
か
、
手
数
料
そ
の
他
の
旅
行
命
令
の
変
更
等
に
伴
い
支
給
す
る
必

要
が
あ
る
も
の
と
し
て
旅
行
命
令
権
者
が
認
め
た
額

第
三
条
の
見
出
し
中
「
旅
費
喪
失
の
」
を
「
旅
費
額
を
喪
失
し
た
」
に
改
め
、
同
条
中
「
規
定
に
よ

山
梨
県
規
則
第
十
号

山
梨
県
富
士
山
レ
ン
ジ
ャ
ー
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
七
年
三
月
二
十
八
日

山
梨
県
知
事　
　

長　
　

崎　
　

幸 

太 

郎

山
梨
県
富
士
山
レ
ン
ジ
ャ
ー
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

山
梨
県
富
士
山
レ
ン
ジ
ャ
ー
に
関
す
る
規
則
（
平
成
二
十
六
年
山
梨
県
規
則
第
五
号
）
の
一
部
を
次

の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
条
中
「
会
計
年
度
任
用
職
員
（
」
を
「
職
員
（
」
に
、
「
い
う
」
を
「
含
む
」
に
改
め
る
。

第
二
条
中
「
会
計
年
度
任
用
職
員
」
を
「
職
員
」
に
改
め
る
。

第
三
条
第
一
項
中
「
第
五
号
か
ら
第
七
号
」
を
「
第
七
号
か
ら
第
九
号
」
に
改
め
、
同
項
第
一
号
中

「
指
導
」
の
下
に
「
に
関
す
る
事
務
」
を
加
え
、
同
項
第
二
号
及
び
第
三
号
中
「
支
援
」
の
下
に
「
に

関
す
る
事
務
」
を
加
え
、
同
項
中
第
九
号
を
第
十
一
号
と
し
、
同
項
第
八
号
中
「
啓
発
」
の
下
に
「
に

関
す
る
事
務
」
を
加
え
、
同
号
を
同
項
第
十
号
と
し
、
同
項
第
七
号
中
「
解
説
」
の
下
に
「
に
関
す
る

事
務
」
を
加
え
、
同
号
を
同
項
第
九
号
と
し
、
同
項
第
六
号
中
「
普
及
啓
発
」
の
下
に
「
に
関
す
る
事

務
」
を
加
え
、
同
号
を
同
項
第
八
号
と
し
、
同
項
第
五
号
中
「
点
検
」
の
下
に
「
に
関
す
る
事
務
」
を

加
え
、
同
号
を
同
項
第
七
号
と
し
、
同
項
第
四
号
中
「
巡
視
」
の
下
に
「
に
関
す
る
事
務
」
を
加
え
、

同
号
を
同
項
第
六
号
と
し
、
同
項
第
三
号
の
次
に
次
の
二
号
を
加
え
る
。

四　

山
梨
県
富
士
山
に
お
け
る
登
山
の
適
正
化
に
関
す
る
条
例
（
令
和
六
年
山
梨
県
条
例
第
一
号
）

第
七
条
各
号
に
掲
げ
る
措
置
に
関
す
る
事
務

五　

山
梨
県
富
士
山
吉
田
口
県
有
登
下
山
道
設
置
及
び
管
理
条
例
（
令
和
六
年
山
梨
県
条
例
第
二

号
）
第
十
条
の
規
定
に
よ
る
登
下
山
道
の
利
用
の
制
限
に
関
す
る
事
務

第
一
号
様
式
中
「第

五
号
か
ら
第
七
号

」
を
「第
七
号
か
ら
第
九
号

」
に
、
「指

導
」
を
「指

導
に

関
す
る
事
務

」
に
、
「支

援

」
を
「支

援
に
関
す
る
事
務

」
に
、
「四　

自
然
環
境
を
損
な
う
お
そ
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

「四　
山
梨
県
富
士
山
に
お
け
る
登
山
の
適
正
化
に
関
す

の
あ
る
行
為
を
発
見
す
る
た
め
の
巡
視

」
を　

五　
山
梨
県
富
士
山
吉
田
口
県
有
登
下
山
道
設
置
及
び

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

六　
自
然
環
境
を
損
な
う
お
そ
れ
の
あ
る
行
為
を
発
見

る
条
例

（令
和
六
年
山
梨
県
条
例
第
一
号

）第
七
条
各
号
に
掲
げ
る
措
置
に
関
す
る
事
務

管
理
条
例

（令
和
六
年
山
梨
県
条
例
第
二
号

）第
十
条
の
規
定
に
よ
る
登
下
山
道
の
利
用
の
制
限
に
関

す
る
た
め
の
巡
視
に
関
す
る
事
務

す
る
事
務

　

に
、
「五　

案
内
板

」
を
「七　

案
内
板

」
に
、
「点

検

」
を
「点

検
に
関
す
る
事
務

」

　

」



山
梨
県
公
報
号
外
　
　
第
十
一
号
　
　
令
和
七
年
三
月
二
十
八
日

四
七

り
支
給
す
る
旅
費
の
額
は
、
次
に
規
定
す
る
額
に
よ
る
」
を
「
規
則
で
定
め
る
金
額
は
、
次
に
掲
げ
る

金
額
と
す
る
」
に
改
め
、
同
条
た
だ
し
書
を
削
り
、
同
条
第
一
号
中
「
輸
送
機
関
」
を
「
交
通
手
段
」

に
、
「
等
の
切
符
類
」
を
「
、
航
空
券
等
」
に
改
め
、
「
（
以
下
「
切
符
類
」
と
い
う
。
）
」
を
削

り
、
「
以
下
本
条
」
を
「
次
号
」
に
改
め
、
「
同
じ
。
）
」
の
下
に
「
の
全
部
」
を
加
え
、
「
と
き
」

を
「
時
」
に
改
め
、
同
条
第
二
号
中
「
免
か
れ
た
旅
費
額
（
切
符
類
に
つ
い
て
は
、
購
入
金
額
の
う

ち
、
未
使
用
部
分
に
相
当
す
る
金
額
）
」
を
「
免
れ
た
旅
費
額
」
に
改
め
る
。

第
四
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

（
旅
行
命
令
簿
の
記
載
事
項
又
は
記
録
事
項
）

第
四
条
　
条
例
第
四
条
第
四
項
の
規
則
で
定
め
る
事
項
は
、
命
令
の
年
月
日
、
出
発
地
、
用
務
、
用
務

地
、
帰
着
地
及
び
旅
行
の
期
間
と
す
る
。

2　

旅
行
命
令
簿
は
、
旅
行
命
令
権
者
が
職
員
ご
と
に
作
成
し
、
前
項
に
定
め
る
事
項
の
ほ
か
、
所

属
、
住
所
又
は
居
所
、
職
、
氏
名
そ
の
他
任
命
権
者
が
旅
行
命
令
簿
を
作
成
す
る
た
め
に
必
要
と
認

め
る
事
項
の
記
載
又
は
記
録
を
す
る
。

3　

旅
行
命
令
簿
は
、
備
考
欄
を
設
け
、
旅
行
命
令
を
変
更
す
る
場
合
に
は
、
旅
行
命
令
の
変
更
の
事

実
及
び
変
更
前
の
旅
行
命
令
の
年
月
日
の
記
載
又
は
記
録
を
す
る
。
た
だ
し
、
当
該
記
載
又
は
記
録

に
代
わ
る
も
の
と
し
て
任
命
権
者
が
適
当
と
認
め
る
措
置
を
講
ず
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

第
五
条
を
削
り
、
第
六
条
を
第
五
条
と
し
、
同
条
の
次
に
次
の
四
条
を
加
え
る
。

（
鉄
道
賃
に
係
る
鉄
道
）

第
六
条
　
条
例
第
十
条
第
一
項
の
規
則
で
定
め
る
も
の
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一　

鉄
道
事
業
法
（
昭
和
六
十
一
年
法
律
第
九
十
二
号
）
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
鉄
道
事
業
の

用
に
供
す
る
鉄
道
に
類
す
る
も
の

二　

軌
道
法
（
大
正
十
年
法
律
第
七
十
六
号
）
第
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
軌
道
に
類
す
る
も
の

（
船
賃
に
係
る
船
舶
）

第
七
条
　
条
例
第
十
一
条
第
一
項
の
規
則
で
定
め
る
も
の
は
、
海
上
運
送
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第

百
八
十
七
号
）
第
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
船
舶
運
航
事
業
の
用
に
供
す
る
船
舶
に
類
す
る
も
の
と

す
る
。

（
航
空
賃
に
係
る
航
空
機
）

第
八
条
　
条
例
第
十
二
条
第
一
項
の
規
則
で
定
め
る
も
の
は
、
航
空
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
二
百

三
十
一
号
）
第
二
条
第
十
八
項
に
規
定
す
る
航
空
運
送
事
業
の
用
に
供
す
る
航
空
機
に
類
す
る
も
の

と
す
る
。

（
宿
泊
に
係
る
特
別
な
事
情
）

第
九
条
　
条
例
第
十
四
条
の
規
則
で
定
め
る
場
合
は
、
現
に
支
払
つ
た
費
用
の
額
が
宿
泊
費
基
準
額
を

超
え
る
場
合
で
あ
つ
て
、
旅
行
命
令
権
者
が
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
認
め
る
と
き
と

す
る
。

一　

会
議
等
の
主
催
者
か
ら
宿
泊
施
設
の
指
定
が
あ
り
当
該
宿
泊
施
設
以
外
に
宿
泊
す
る
こ
と
が
困

難
で
あ
る
と
き
。

二　

公
務
の
円
滑
な
運
営
上
支
障
の
な
い
範
囲
及
び
条
件
に
お
い
て
検
索
し
、
そ
の
結
果
か
ら
最
も

安
価
な
宿
泊
施
設
を
選
択
す
る
と
き
。

第
一
号
様
式
及
び
第
二
号
様
式
を
削
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

山
梨
県
規
則
第
十
二
号

山
梨
県
庁
舎
等
管
理
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
七
年
三
月
二
十
八
日

山
梨
県
知
事　
　

長　
　

崎　
　

幸 

太 

郎

山
梨
県
庁
舎
等
管
理
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

山
梨
県
庁
舎
等
管
理
規
則
（
昭
和
四
十
一
年
山
梨
県
規
則
第
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す

る
。第

十
二
条
第
一
項
中
「
以
下
」
を
「
第
三
項
及
び
第
四
項
並
び
に
次
条
に
お
い
て
」
に
改
め
、
同
条

中
第
三
項
を
削
り
、
第
四
項
を
第
三
項
と
し
、
第
五
項
を
第
四
項
と
す
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
七
年
四
月
二
日
か
ら
施
行
す
る
。

山
梨
県
規
則
第
十
三
号

法
令
の
規
定
に
基
づ
く
立
入
検
査
等
の
際
に
携
帯
す
る
職
員
の
身
分
を
示
す
証
明
書
の
様
式
の
特
例

に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
七
年
三
月
二
十
八
日

山
梨
県
知
事　
　

長　
　

崎　
　

幸 

太 

郎

法
令
の
規
定
に
基
づ
く
立
入
検
査
等
の
際
に
携
帯
す
る
職
員
の
身
分
を
示
す
証
明
書
の
様
式
の

特
例
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

法
令
の
規
定
に
基
づ
く
立
入
検
査
等
の
際
に
携
帯
す
る
職
員
の
身
分
を
示
す
証
明
書
の
様
式
の
特
例

に
関
す
る
規
則
（
令
和
四
年
山
梨
県
規
則
第
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

本
則
中
第
十
九
号
を
削
り
、
第
十
八
号
を
第
十
九
号
と
し
、
第
十
号
か
ら
第
十
七
号
ま
で
を
一
号
ず

つ
繰
り
下
げ
、
第
九
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

十　

宅
地
造
成
及
び
特
定
盛
土
等
規
制
法
（
昭
和
三
十
六
年
法
律
第
百
九
十
一
号
）
第
五
条
第
一

項
、
第
六
条
第
一
項
、
第
二
十
四
条
第
一
項
及
び
第
四
十
三
条
第
一
項

本
則
中
第
三
十
五
号
を
削
り
、
第
三
十
六
号
を
第
三
十
五
号
と
し
、
第
三
十
七
号
か
ら
第
四
十
四
号



山
梨
県
公
報
号
外
　
　
第
十
一
号
　
　
令
和
七
年
三
月
二
十
八
日

四
八

同
表
中
二
の
項
を
三
の
項
と
し
、
一
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

二　

特
例
条
例
第
二
条
の
表
十

三
の
七
の
項
ネ
の
規
定
に
よ

り
定
め
る
事
務

　

山
梨
県
宅
地
造
成
及
び
特
定
盛
土
等
規
制
法
施
行
細
則
（
令

和
七
年
山
梨
県
規
則
第
七
号
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
規

則
」
と
い
う
。
）
に
基
づ
く
事
務
の
う
ち
次
に
掲
げ
る
も
の

イ　

規
則
第
五
条
及
び
第
十
八
条
の
宅
地
造
成
等
に
関
す
る

工
事
の
着
手
届
出
書
の
受
理

ロ　

規
則
第
十
二
条
第
一
項
及
び
第
二
十
四
条
第
一
項
の
宅

地
造
成
等
に
関
す
る
届
出
工
事
の
変
更
届
出
書
の
受
理

ハ　

規
則
第
十
二
条
第
二
項
及
び
第
二
十
四
条
第
二
項
の
擁

壁
等
に
関
す
る
工
事
の
変
更
届
出
書
の
受
理

ニ　

規
則
第
十
三
条
第
一
項
及
び
第
二
項
並
び
に
第
二
十
五

条
第
一
項
及
び
第
二
項
の
宅
地
造
成
等
に
関
す
る
工
事
の

休
止
等
届
出
書
の
受
理

ホ　

規
則
第
十
六
条
及
び
第
二
十
八
条
の
宅
地
造
成
等
に
関

す
る
届
出
工
事
の
完
了
届
出
書
の
受
理

附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

山
梨
県
規
則
第
十
六
号

山
梨
県
製
菓
衛
生
師
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
七
年
三
月
二
十
八
日

山
梨
県
知
事　
　

長　
　

崎　
　

幸 

太 

郎

山
梨
県
製
菓
衛
生
師
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

山
梨
県
製
菓
衛
生
師
法
施
行
細
則
（
昭
和
四
十
二
年
山
梨
県
規
則
第
二
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ

う
に
改
正
す
る
。

第
三
条
第
一
項
中
た
だ
し
書
及
び
第
一
号
を
削
り
、
第
二
号
を
第
一
号
と
し
、
第
三
号
を
第
二
号
と

す
る
。

第
八
条
第
二
号
中
「
第
三
条
第
一
項
第
三
号
」
を
「
第
三
条
第
一
項
第
一
号
」
に
改
め
る
。

　
　
　
　

「
（1

）

　
製
菓
衛
生
師
法

（昭
和
４
１
年
法
律
第
１
１
５
号

）第
5
条
第

2
号
の

第
一
号
様
式
中

　
　
　
　
　

（2

）

　
製
菓
衛
生
師
法
第

5
条
第

1
号
の
都
道
府
県
知
事
の
指
定
す
る
製
菓
衛

規
定
に
該
当
す
る
者
に
あ
つ
て
は

学
校
教
育
法

（昭
和
２
２
年
法
律
第
２
６
号

）第
５
７
条
に
規
定

ま
で
を
一
号
ず
つ
繰
り
上
げ
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

山
梨
県
規
則
第
十
四
号

山
梨
県
市
町
村
振
興
資
金
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
七
年
三
月
二
十
八
日

山
梨
県
知
事　
　

長　
　

崎　
　

幸 

太 

郎

山
梨
県
市
町
村
振
興
資
金
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

山
梨
県
市
町
村
振
興
資
金
条
例
施
行
規
則
（
昭
和
三
十
八
年
山
梨
県
規
則
第
五
号
）
の
一
部
を
次
の

よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
二
条
第
一
項
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

四　

県
が
行
う
少
数
の
児
童
に
よ
り
構
成
さ
れ
る
集
団
を
単
位
と
し
た
学
級
編
制
に
よ
る
教
育
の
推

進
に
資
す
る
施
設
の
整
備
の
た
め
の
建
設
事
業
に
係
る
資
金　

百
分
の
二
十
五　
　

附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

山
梨
県
規
則
第
十
五
号

山
梨
県
の
事
務
処
理
の
特
例
に
関
す
る
条
例
に
基
づ
き
市
町
村
が
処
理
す
る
事
務
の
範
囲
を
定
め
る

規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
七
年
三
月
二
十
八
日

山
梨
県
知
事　
　

長　
　

崎　
　

幸 

太 

郎

山
梨
県
の
事
務
処
理
の
特
例
に
関
す
る
条
例
に
基
づ
き
市
町
村
が
処
理
す
る
事
務
の
範
囲
を
定

め
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

山
梨
県
の
事
務
処
理
の
特
例
に
関
す
る
条
例
に
基
づ
き
市
町
村
が
処
理
す
る
事
務
の
範
囲
を
定
め
る

規
則
（
平
成
十
五
年
山
梨
県
規
則
第
三
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

本
則
の
表
七
の
項
中
「
三
十
四
の
項
」
を
「
三
十
五
の
項
」
に
改
め
、
同
項
を
同
表
八
の
項
と
し
、

同
表
六
の
項
中
「
三
十
三
の
項
」
を
「
三
十
四
の
項
」
に
改
め
、
同
項
を
同
表
七
の
項
と
し
、
同
表
五

の
項
中
「
三
十
二
の
項
」
を
「
三
十
三
の
項
」
に
改
め
、
同
項
を
同
表
六
の
項
と
し
、
同
表
四
の
項
中

「
二
十
三
の
八
の
項
ト
」
を
「
二
十
三
の
十
の
項
ト
」
に
改
め
、
同
項
を
同
表
五
の
項
と
し
、
同
表
三

の
項
ロ
中
「
第
三
条
」
を
「
第
四
条
」
に
改
め
、
同
項
ハ
中
「
第
四
条
第
二
項
」
を
「
第
五
条
第
二

項
」
に
改
め
、
同
項
ニ
中
「
第
九
条
第
一
項
」
を
「
第
十
一
条
第
一
項
」
に
改
め
、
同
項
ホ
中
「
第
九

条
第
三
項
」
を
「
第
十
一
条
第
三
項
」
に
改
め
、
同
項
ヘ
中
「
第
十
二
条
第
三
項
」
を
「
第
十
四
条
第

三
項
」
に
改
め
、
同
項
ト
中
「
第
十
五
条
」
を
「
第
十
七
条
」
に
改
め
、
同
項
を
同
表
四
の
項
と
し
、



山
梨
県
公
報
号
外
　
　
第
十
一
号
　
　
令
和
七
年
三
月
二
十
八
日

四
九

生
師
養
成
施
設
若
し
く
は
地
域
の
自
主
性
及
び
自
立
性
を
高
め
る
た
め
の
改
革
の
推
進
を
図
る
た
め
の

す
る
者
で
あ
る
こ
と
を
証
明
す
る
書
類

（製
菓
衛
生
師
法
附
則
第

3
項
の
規
定
に
該
当
す
る
者
に
あ
つ

関
係
法
律
の
整
備
に
関
す
る
法
律

（平
成
２
６
年
法
律
第
５
１
号

）第
２
７
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前

て
は

そ
の
旨
を
証
明
す
る
書
類

）。
た
だ
し

製
菓
衛
生
師
法
附
則
第

2
項
の
規
定
に
該
当
す
る
者

の
製
菓
衛
生
師
法
第

5
条
第

1
号
の
厚
生
労
働
大
臣
の
指
定
す
る
製
菓
衛
生
師
養
成
施
設
の
卒
業
証
書

に
あ
つ
て
は

提
出
を
要
し
な
い

。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

を
「
（1

）　

製
の
写
し
若
し
く
は
卒
業
証
明
書
又
は
菓
子
製
造
業
従
事
証
明
書

（第
2
号
様
式

）
」

菓
衛
生
師
法

（昭
和
４
１
年
法
律
第
１
１
５
号

）第
5
条
第

1
号
の
都
道
府
県
知
事
の
指
定
す
る
製
菓

衛
生
師
養
成
施
設
若
し
く
は
地
域
の
自
主
性
及
び
自
立
性
を
高
め
る
た
め
の
改
革
の
推
進
を
図
る
た
め

の
関
係
法
律
の
整
備
に
関
す
る
法
律

（平
成
２
６
年
法
律
第
５
１
号

）第
２
７
条
の
規
定
に
よ
る
改
正

前
の
製
菓
衛
生
師
法
第

5
条
第

1
号
の
厚
生
労
働
大
臣
の
指
定
す
る
製
菓
衛
生
師
養
成
施
設
の
卒
業
証

書
の
写
し
若
し
く
は
卒
業
証
明
書
又
は
菓
子
製
造
業
従
事
証
明
書

（第
2
号
様
式

）
」に

「
（3

）

」
を
「
（2

）
」
に
、
「
（4

）
」
を
「
（3

）
」
に
改
め
る
。

第
七
号
様
式
中
「2　

製
菓
衛
生
師
法
第

8
条
の
規
定
に
よ
り
免
許
の
取
消
処
分
を
受
け
た
こ
と
は

あ
り
ま
せ
ん

。

（あ
る
と
き
は
処
分
都
道
府
県
知
事
名

処
分
年
月
日
及
び
処
分
を
受
け
た
理
由

）
」

「2　
製
菓
衛
生
師
法
第

8
条
の
規
定
に
よ
る
免
許
の
取
消
処
分
の
有
無

（有
の
場
合

処
分
都
道

　
　
有
・
無

（

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

）

を

3　
麻
薬

あ
へ
ん

大
麻
又
は
覚
せ
い
剤
の
中
毒
者
に
該
当
す
る
こ
と
の
有
無

　
　
有
・
無

府
県
知
事
名

処
分
年
月
日
及
び
処
分
を
受
け
た
理
由

）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

「
（2

）

　
麻
薬

あ
へ
ん

大
麻

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

に
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（3

）

　
山
梨
県
知
事
以
外
の
都

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

」

又
は
覚
せ
い
剤
の
中
毒
者
で
あ
る
か
な
い
か
に
関
す
る
医
師
の
診
断
書

道
府
県
知
事
が
行
つ
た
製
菓
衛
生
師
試
験
に
合
格
し
た
者
に
あ
つ
て
は

当
該
試
験
に
合
格
し
た
こ
と

　
　
　
　
を

「
（2

）

　
山
梨
県
知
事
以
外
の
都
道
府
県
知
事
が
行
つ
た
製
菓
衛
生
師
試
験
に

を
証
す
る
書
類

」

合
格
し
た
者
に
あ
つ
て
は

当
該
試
験
に
合
格
し
た
こ
と
を
証
す
る
書
類

」
に
改
め
る
。

附

則

（
施
行
期
日
）

1　

こ
の
規
則
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

2　

こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
前
の
山
梨
県
製
菓
衛
生
師
法
施
行
細
則
（
次
項
に
お
い
て
「
旧
規
則
」
と

い
う
。
）
に
定
め
る
様
式
に
よ
る
用
紙
は
、
当
分
の
間
、
所
要
の
調
整
を
し
て
使
用
す
る
こ
と
が
で

き
る
。

3　

こ
の
規
則
の
施
行
の
際
現
に
旧
規
則
の
規
定
に
基
づ
い
て
提
出
さ
れ
て
い
る
書
類
は
、
こ
の
規
則

に
よ
る
改
正
後
の
山
梨
県
製
菓
衛
生
師
法
施
行
細
則
の
規
定
に
基
づ
い
て
提
出
さ
れ
た
書
類
と
み
な

す
。

山
梨
県
規
則
第
十
七
号

山
梨
県
就
学
前
の
子
ど
も
に
関
す
る
教
育
、
保
育
等
の
総
合
的
な
提
供
の
推
進
に
関
す
る
法
律
施
行

細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
七
年
三
月
二
十
八
日

山
梨
県
知
事　
　

長　
　

崎　
　

幸 

太 

郎

山
梨
県
就
学
前
の
子
ど
も
に
関
す
る
教
育
、
保
育
等
の
総
合
的
な
提
供
の
推
進
に
関
す
る
法
律

施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

山
梨
県
就
学
前
の
子
ど
も
に
関
す
る
教
育
、
保
育
等
の
総
合
的
な
提
供
の
推
進
に
関
す
る
法
律
施
行

細
則
（
平
成
十
八
年
山
梨
県
規
則
第
五
十
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
八
条
第
二
号
中
「
栄
養
士
」
の
下
に
「
又
は
管
理
栄
養
士
」
を
加
え
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

山
梨
県
規
則
第
十
八
号

山
梨
県
建
築
基
準
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
七
年
三
月
二
十
八
日

山
梨
県
知
事　
　

長　
　

崎　
　

幸 

太 

郎

山
梨
県
建
築
基
準
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

山
梨
県
建
築
基
準
法
施
行
細
則
（
昭
和
二
十
六
年
山
梨
県
規
則
第
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に

改
正
す
る
。

第
二
条
中
「
及
び
建
設
事
務
所
」
を
削
る
。

第
二
条
の
二
を
削
り
、
第
二
条
の
三
を
第
二
条
の
二
と
し
、
第
二
条
の
四
を
第
二
条
の
三
と
し
、
第

二
条
の
五
を
第
二
条
の
四
と
す
る
。

第
八
条
第
一
項
第
一
号
中
「
工
作
物
」
を
「
法
第
八
十
八
条
第
一
項
及
び
第
二
項
に
規
定
す
る
工
作

物
（
令
第
百
三
十
八
条
第
二
項
に
規
定
す
る
も
の
を
除
く
。
）
」
に
改
め
る
。



山
梨
県
公
報
号
外
　
　
第
十
一
号
　
　
令
和
七
年
三
月
二
十
八
日

五
〇

可
申
請
手
数
料

四
百
九
十
一
の
四　

宅
地
造
成
又
は
特
定
盛
土
等
に
関
す
る
工
事
の
中
間
検
査
申
請
手
数
料

別
表
第
五
百
二
十
三
号
の
七
中
「
放
置
車
両
の
確
認
等
に
係
る
登
録
手
数
料
」
を
「
登
録
手
数
料
」

に
改
め
、
同
表
第
五
百
二
十
三
号
の
八
中
「
放
置
車
両
の
確
認
等
に
係
る
登
録
更
新
手
数
料
」
を
「
登

録
更
新
手
数
料
」
に
改
め
、
同
表
第
五
百
二
十
六
号
の
二
中
「
運
転
技
能
に
係
る
検
査
手
数
料
」
を

「
検
査
手
数
料
」
に
改
め
、
同
表
第
五
百
二
十
七
号
中
「
初
心
運
転
者
に
係
る
再
試
験
手
数
料
」
を

「
再
試
験
手
数
料
」
に
改
め
、
同
表
第
五
百
二
十
八
号
中
「
運
転
免
許
証
交
付
手
数
料
」
を
「
免
許
証

交
付
手
数
料
」
に
改
め
、
同
表
第
五
百
二
十
九
号
中
「
運
転
免
許
証
再
交
付
手
数
料
」
を
「
免
許
証
再

交
付
手
数
料
」
に
改
め
、
同
表
第
五
百
三
十
号
中
「
運
転
免
許
証
等
更
新
手
数
料
」
を
「
免
許
証
等
更

新
手
数
料
」
に
改
め
、
同
表
第
五
百
三
十
号
の
二
中
「
運
転
免
許
証
更
新
に
係
る
経
由
手
数
料
」
を

「
経
由
手
数
料
」
に
改
め
、
同
表
第
五
百
三
十
一
号
中
「
限
定
解
除
に
係
る
審
査
手
数
料
」
を
「
審
査

手
数
料
」
に
改
め
、
同
表
第
五
百
三
十
七
号
中
「
安
全
運
転
管
理
者
講
習
等
に
係
る
講
習
手
数
料
」
を

「
講
習
手
数
料
」
に
改
め
、
同
表
第
五
百
三
十
八
号
中
「
初
心
運
転
者
講
習
又
は
違
反
者
講
習
に
係
る

通
知
手
数
料
」
を
「
通
知
手
数
料
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
別
表
第
二
百
八
号
の
二
、
第
五
百

二
十
三
号
の
七
、
第
五
百
二
十
三
号
の
八
、
第
五
百
二
十
六
号
の
二
か
ら
第
五
百
二
十
九
号
ま
で
、
第

五
百
三
十
号
、
第
五
百
三
十
号
の
二
、
第
五
百
三
十
一
号
、
第
五
百
三
十
七
号
及
び
第
五
百
三
十
八
号

の
改
正
規
定
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

山
梨
県
規
則
第
二
十
一
号

物
品
等
又
は
特
定
役
務
の
調
達
手
続
の
特
例
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ
う

に
定
め
る
。

令
和
七
年
三
月
二
十
八
日

山
梨
県
知
事　
　

長　
　

崎　
　

幸 

太 

郎

物
品
等
又
は
特
定
役
務
の
調
達
手
続
の
特
例
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

物
品
等
又
は
特
定
役
務
の
調
達
手
続
の
特
例
に
関
す
る
規
則
（
平
成
七
年
山
梨
県
規
則
第
七
十
六

号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
五
条
第
一
項
中
「
（
一
連
の
調
達
契
約
の
う
ち
最
初
の
契
約
以
外
の
契
約
に
係
る
一
般
競
争
入
札

で
あ
っ
て
、
最
初
の
契
約
に
係
る
公
告
に
お
い
て
最
初
の
契
約
以
外
の
契
約
に
係
る
公
告
を
当
該
一
般

競
争
入
札
の
入
札
期
日
の
前
日
か
ら
起
算
し
て
少
な
く
と
も
二
十
四
日
前
に
行
う
旨
を
明
ら
か
に
し
た

も
の
に
つ
い
て
は
、
二
十
四
日
前
）
」
を
削
る
。

第
六
条
第
三
項
中
「
（
一
連
の
調
達
契
約
の
う
ち
最
初
の
契
約
以
外
の
契
約
に
係
る
指
名
競
争
入
札

で
あ
っ
て
、
最
初
の
契
約
に
係
る
通
知
に
お
い
て
最
初
の
契
約
以
外
の
契
約
に
係
る
通
知
を
当
該
指
名

第
九
条
第
一
項
中
「
第
十
一
条
の
四
第
三
項
」
を
「
第
十
一
条
の
三
第
三
項
」
に
改
め
る
。

第
一
号
様
式
中
「
（第

2
条
の

3
関
係

）
」
を
「
（第

2
条
の

2
関
係

）
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

山
梨
県
規
則
第
十
九
号

建
築
士
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
七
年
三
月
二
十
八
日

山
梨
県
知
事　
　

長　
　

崎　
　

幸 

太 

郎

建
築
士
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

建
築
士
法
施
行
細
則
（
昭
和
二
十
六
年
山
梨
県
規
則
第
三
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す

る
。第

十
二
条
第
四
項
中
「
名
簿
」
を
「
閲
覧
所
に
お
け
る
名
簿
」
に
改
め
、
同
条
第
五
項
及
び
第
六
項

各
号
列
記
以
外
の
部
分
中
「
名
簿
」
を
「
閲
覧
所
に
お
い
て
名
簿
」
に
改
め
る
。

第
四
十
四
条
第
一
項
中
「
、
第
三
項
及
び
第
五
項
」
を
「
か
ら
第
六
項
ま
で
」
に
改
め
、
同
条
第
四

項
中
「
登
録
簿
等
」
を
「
閲
覧
所
に
お
け
る
登
録
簿
等
」
に
改
め
、
同
条
第
五
項
及
び
第
六
項
中
「
登

録
簿
等
」
を
「
閲
覧
所
に
お
い
て
登
録
簿
等
」
に
改
め
、
同
項
第
二
号
中
「
名
簿
」
を
「
登
録
簿
等
」

に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

山
梨
県
規
則
第
二
十
号

山
梨
県
収
入
証
紙
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
七
年
三
月
二
十
八
日

山
梨
県
知
事　
　

長　
　

崎　
　

幸 

太 
郎

山
梨
県
収
入
証
紙
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

山
梨
県
収
入
証
紙
条
例
施
行
規
則
（
昭
和
三
十
九
年
山
梨
県
規
則
第
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う

に
改
正
す
る
。

別
表
第
二
百
八
号
の
二
を
削
り
、
同
表
第
四
百
八
十
四
号
の
二
十
八
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

四
百
八
十
四
の
二
十
八　

削
除

別
表
第
四
百
九
十
一
号
の
次
に
次
の
三
号
を
加
え
る
。

四
百
九
十
一
の
二　

宅
地
造
成
、
特
定
盛
土
等
又
は
土
石
の
堆
積
に
関
す
る
工
事
の
許
可
申
請
手
数

料
四
百
九
十
一
の
三　

宅
地
造
成
、
特
定
盛
土
等
又
は
土
石
の
堆
積
に
関
す
る
工
事
の
計
画
の
変
更
許



山
梨
県
公
報
号
外
　
　
第
十
一
号
　
　
令
和
七
年
三
月
二
十
八
日

五
一

競
争
入
札
の
入
札
期
日
の
前
日
か
ら
起
算
し
て
少
な
く
と
も
二
十
四
日
前
に
行
う
旨
を
明
ら
か
に
し
た

も
の
に
つ
い
て
は
、
二
十
四
日
前
）
」
を
削
る
。

附

則

（
施
行
期
日
）

1　

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

2　

こ
の
規
則
の
施
行
の
日
前
に
お
い
て
行
わ
れ
た
公
告
そ
の
他
の
契
約
の
申
込
み
の
誘
引
に
係
る
契

約
で
同
日
以
後
に
締
結
さ
れ
る
も
の
に
関
す
る
事
務
は
、
こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
後
の
物
品
等
又
は

特
定
役
務
の
調
達
手
続
の
特
例
に
関
す
る
規
則
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

山
梨
県
規
則
第
二
十
二
号

山
梨
県
立
介
護
実
習
普
及
セ
ン
タ
ー
設
置
及
び
管
理
条
例
施
行
規
則
を
廃
止
す
る
規
則
を
次
の
よ
う

に
定
め
る
。

令
和
七
年
三
月
二
十
八
日

山
梨
県
知
事　
　

長　
　

崎　
　

幸 

太 

郎

山
梨
県
立
介
護
実
習
普
及
セ
ン
タ
ー
設
置
及
び
管
理
条
例
施
行
規
則
を
廃
止
す
る
規
則

山
梨
県
立
介
護
実
習
普
及
セ
ン
タ
ー
設
置
及
び
管
理
条
例
施
行
規
則
（
平
成
十
一
年
山
梨
県
規
則
第

四
十
号
）
は
、
廃
止
す
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

山
梨
県
規
則
第
二
十
三
号

山
梨
県
土
砂
の
埋
立
て
等
の
規
制
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
を
廃
止
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め

る
。

令
和
七
年
三
月
二
十
八
日

山
梨
県
知
事　
　

長　
　

崎　
　

幸 

太 

郎

山
梨
県
土
砂
の
埋
立
て
等
の
規
制
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
を
廃
止
す
る
規
則

山
梨
県
土
砂
の
埋
立
て
等
の
規
制
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
（
平
成
十
九
年
山
梨
県
規
則
第
三
十
五

号
）
は
、
廃
止
す
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
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